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第１章 計画策定の概要 
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１ 計画策定の背景と趣旨 

これまでの福祉分野における取組は、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉などといった分野

ごとに分けられた制度の中での支援（いわゆる「縦割りによる支援」）が中心となって進められ

てきました。 

しかし近年では、少子高齢化や核家族化の進行、価値観やライフスタイルの多様化などにより、

これまで地域社会が果たしてきた支え合いや助け合いの機能が低下してきており、従来の縦割り

による支援では対応しきれない、制度の狭間にある問題の顕在化や、生活課題の多様化・複雑化

が社会問題となっています。 

こうした状況の中で、国では地域福祉の推進に向けて、誰もが役割をもち、支援の「支え手」

「受け手」という関係を超えて活躍できる社会、すなわち「地域共生社会」の実現を目指してい

ます。 

本村においても、令和７年度末で「第３次読谷村地域福祉計画」が計画期限を迎えることから、

こうした社会情勢に対応する必要性が生じていることを踏まえ、村民によるむらづくり・社会づ

くりの活動と手を取りつつ、村民を主体とした行政や地域の協働による福祉を進めていくため、

新たに「第４次読谷村地域福祉計画及び第４次地域福祉活動計画」を策定します。 

 
 
地域共生社会とは 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指しています。 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」  
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２ 法的根拠 

本計画は、社会福祉法第４条地域福祉の推進の考えのもと、社会福祉法第１０７条及び第    

１０９条を法的根拠として策定するものであり、高齢者、障がいのある人・障がいのある児童、

こどもなどを対象とする福祉事業における分野別計画の上位計画である地域福祉計画・地域福祉

活動計画として位置づけるものです。 

また、本計画の目的である地域共生社会を実現するためには、同法第１０６条の３に規定され

ている包括的な支援体制の整備が必要であり、同法第１０６条の４に規定されている重層的支援

体制整備事業を整備することも可能です。 

なお、本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に基づく自殺対策計画及び再犯の防止等の推

進に関する法律第８条１項に基づく「再犯防止推進計画」を包含するものとして策定します。 

 

■地域福祉の推進 

◆社会福祉法＜第４条＞要約◆ 

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、地域社

会の実現を目指し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地

域福祉の推進に努めなければならない。 

 

 

■市町村地域福祉計画 

◆社会福祉法＜第１０７条＞要約◆ 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下

「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。  

１ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項  

２ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項  

３ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項  

４ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項  

５ 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

 

 

■地域福祉活動計画 

◆社会福祉法＜第１０９条＞要約◆ 

社会福祉法第１０９条の規定に基づく民間組織である社会福祉協議会が活動計画として策定

するものであり、「すべての住民」、「地域で福祉活動を行う者」、「福祉事業を経営する者」

が相互に協力して、地域福祉の推進を目的とする実践的な活動・行動計画です。 
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■包括的な支援体制の整備 

◆社会福祉法＜第１０６条の３第１項＞◆ 

市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等※１及び支援関係機

関※２による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資す

る支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。  

１ 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が

相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住

民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策  

２ 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の

整備に関する施策  

３ 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他

の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資

する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 

※１ 地域住民等：社会福祉法において、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会

福祉に関する活動を行う者」と定義される。  

※２ 支援関係機関：社会福祉法において、「地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関」と定

義される。 

 

 

■自殺対策計画 

◆自殺対策基本法＜第１３条第２項＞ 

市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該

市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計画」という。）を

定めるものとする。 

 

 

■地方再犯防止推進計画 

◆再犯防止推進法＜第８条第１項＞◆ 

都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再

犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（「地方再犯防止推進計画」という。）を定める

よう努めなければならない。 
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３ 地域福祉とは 

（１）地域福祉のイメージ 

地域福祉とは、高齢者、障がいのある人、こどもを含め、誰であっても、住み慣れた地域

で自分らしく幸せに暮らしたい、という願いを実現するために重要なものです。 

地域福祉計画・地域福祉活動計画では、制度や分野ごとの「縦割り」や、支え手・受け手

という関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が地域福祉活動に「我が事」として参画

し、世代や分野を越えて「丸ごと」つながることで、村民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともにつくる社会（地域共生社会）の実現を目指していきます。 

 

 

地域における住民主体の課題解決強化・包括的な相談体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
出典：平成３０年版厚生労働白書 
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（２）「自助」「互助」「共助」「公助」で進める地域福祉 

地域には、高齢者、障がいのあ

る人、子育てや介護で悩んでいる

人など様々な人が生活し、多くの

悩みや課題を抱えています。この

ような多種多様な生活課題に対

し、自分自身や家族、隣近所の手

助け、地域での支え合い、行政等

が行う公的支援や福祉サービスで

解決する仕組みづくりが、地域福

祉計画・地域福祉活動計画に求め

られています。 

 

 

 

（３）包括的支援と多様な参加・協働の推進 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という従来の関係を超えて、地域や

一人ひとりの人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う関係性が生ま

れやすいような、環境を整える新たなアプローチが求められています。 

国においては各市町村の地域住民が抱える複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括

的な支援体制を構築するため、「①断らない相談支援」「②参加支援」「③地域づくりに向

けた支援」を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:厚生労働省「社会福祉法の改正趣旨・改正概要」  

自助 互助 
生きがいづくり、 

健康維持、介護予防など 

隣近所の助け合い、自治会活

動、ボランティア活動など 

自分自身のケア みんなで支え合う 

介護保険や社会保険制度

など相互負担で成り立つ 

行政による支援 

共助 公助 
デイサービス、ヘルパーなど 

社会保険制度によるサービス 

高齢者福祉、 

障がい者福祉、生活保護など 
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４ 地域福祉の推進体制 

（１）福祉圏域の設定 

地域福祉の推進にあたっては、隣近所における日常的な助け合いも、読谷村や社会福祉協議

会が村全域で取り組む施策を推進する上で欠かせないものです。 

隣近所、自治会、日常生活圏域や村内全域などの重層的な圏域の中で、課題の大きさや複雑

さ、事業の内容や効果、利用者の利便性などを考慮し、適切な単位で施策を展開します。 

 

小圏域（小学校区単位） 

行政区域（自治会など）同士の情報交換やアドバイスの実施をはじめ、近隣地域の様々な

活動が結び付き、取り組みを行っていく範囲です。 

小学校区を基本として設定し、定期的な情報交換の場を持つことで、地域活動の活性化に

つなげていくとともに、スキルアップのための学習会などを実施します。 

 

中圏域（中学校区単位） 

小圏域の取り組みでは解決することが難しい課題等について検討し、解決策を生み出すた

め、圏域内の社会資源（各小圏域の代表、福祉人材、圏域内の福祉事業所や企業など）の話

し合いを行っていくものとします。 

高齢者・障がい者・子育て家庭・生活困窮といった複合・複雑化した課題に包括的に対応

していくため、属性や世代を問わない“相談支援”や、社会とのつながりを回復する“参加

支援”、交流や活躍の場を確保するための“地域づくりに向けた支援”を行います。 

 

村圏域：（読谷村全域） 

専門的で公的な福祉サービスなどを地域に捉われずに提供する範囲です。村全域を一つの

圏域として設定します。  

「読谷村地域福祉推進委員会」において、本計画の推進及び進行管理を図るとともに、福

祉・保健・医療・教育などの関係機関の連携がスムーズに行われるよう、村内の各種資源と

のネットワークの構築を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小圏域 

小学校単位 

村全域 

読谷村全域 

中圏域 

中学校単位 
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（２）計画の推進体制 

①役割 

地域福祉を推進するためには、行政、読谷村社会福祉協議会のみならず、住民や各種団体な

どとの相互協力・連携が不可欠です。それぞれが地域社会の一員としての役割を果たしながら、

地域福祉の推進をめざしていくものとします。 

 

■住民：  

支援を受ける側であるとともに、自らが地域の担い手として支援に関わる側でもあります。

支え合い・助け合う地域づくりをめざし、地域活動やボランティア活動など、様々な活動に積

極的に関わっていくことにより、地域でのつながりを強めるとともに、福祉に対する意識を高

めていくことが求められます。また、支援を必要とする場面では、ひとりで抱え込まず、声を

上げていくことが大切です。  

■地域団体（自治会など）：  

住民に最も身近な組織として、共に地域活動を行う中で連帯意識を醸成していくとともに、

支援を必要とする住民に対しては、地域支え合い活動委員会や民生委員・児童委員、読谷村社

会福祉協議会等と連携しながら相談・情報提供、行政への橋渡しを行うなど、地域住民に寄り

添い、支えていく役割が期待されます。  

■社会福祉に関する活動を行う団体、ボランティア、ＮＰＯ法人など： 

民生委員・児童委員やボランティア、ＮＰＯなどの個人や団体・組織については、福祉活動

に興味のある方の受け皿になっていくとともに、それぞれが担う福祉活動を実践する中で、

様々な福祉活動を行っている団体などと連携を図り、多様化する福祉ニーズに対応していく役

割が求められます。  

■事業者等：  

住民の生活・福祉ニーズに対し、安心して利用できるサービスを提供する役割が求められま

す。特に、社会福祉法人については、サービスの質の向上に努めていくとともに、専門技術や

人的資源を活かし、制度や市場原理では満たされないニーズに応えていくなど、公益的な活動

の一層の実践が期待されます。  

■社会福祉協議会：  

地域福祉推進の中核組織として、ボランティアといった福祉人材の育成をはじめ、地域での

支え合い活動・福祉活動の推進を通し、むらづくりを支える役割を担います。  

■行政：  

行政は、福祉サービス基盤の整備などに努めるとともに、地域住民や関係団体などの自主的

な取組を支援するため、地域や関係機関・団体と相互に連携・協力を図り、施策の総合的展開

を図るものとします。 
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②支え合いむらづくりの担い手 

■地域支え合い活動委員会： 

地域のさまざまな福祉課題を解決するため、地域に暮らす住民の参画によりニーズキャッチ

に取り組んだり、支えあい活動を組織的に展開したりするなど、福祉による地域づくりを行い

ます。 

■自治公民館（支え合いの活動拠点）： 

地域の自治公民館を地域支え合い活動委員会の活動拠点としていくとともに、身近な相談対

応の場として活用を図ります。  

■キーパーソン（民生委員・児童委員など）： 

地域福祉活動で重要な役割をもつ、民生委員・児童委員など、地域のインフォーマルサービ

スを調整する地域住民です。 

■読谷村地域福祉推進委員会：  

計画の推進及び進行管理を図るとともに、読谷村における福祉・保健・医療・教育等を中心

としたコミュニティづくりの推進を図ります。 

 

事業所等各種資源  

■医療機関・介護施設等： 

高齢者の地域包括支援システムの構成要素として、在宅医療の推進や看取り、介護予防につ

ながる医療、介護が必要な方への介護サービスの提供を行うなど、地域での暮らしを支援しま

す。  

■公的サービス提供者： 

介護保険制度や自立支援制度のサービス事業所・保育所などのことで、公的サービスを提供

します。  

■ケアマネジメント担当者： 

相談支援専門員、介護支援専門員など。支援の必要な村民に対して、公的サービス、イン

フォーマルサービスを一体的に調整し、コミュニティソーシャルワークの一翼を担います。 

■地域包括支援センター： 

介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える本村の中核機関です。地域の様々な

資源を活用し、高齢者の支援を行います。  

■ボランティアセンター： 

村民が集い、ボランティアしたい人・必要な人の情報が集積し、得られる場所。社会福祉協

議会に設置されているボランティアセンターの機能を充実・強化し、ボランティアのコーディ

ネートをサポートします。 
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５ 計画の位置づけ 

「地域福祉計画」は、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため

に、社会福祉法第１０７条に基づき市町村が作成するものです。それに対して「地域福祉活動計

画」は、地域福祉計画を実行するために、社会福祉法第１０９条に規定された民間の福祉団体で

ある市町村社会福祉協議会が中心となって作成するものです。これら２つの計画はどちらも、地

域住民や福祉関係者、村、社会福祉協議会等が協力して地域福祉を推進していくことを目指した

計画です。 

本村では、「読谷村ゆたさむらビジョン」を最上位計画とし、その目指す将来像を地域福祉の

面から支える「読谷村地域福祉計画」と、地域住民や福祉関係団体の具体的な活動などについて

示した「読谷村地域福祉活動計画」を一体的に策定・推進することで、地域福祉活動のさらなる

充実を図ります。 

また、「第９期読谷村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「第４次読谷村障がい者計

画及び第７期障がい者福祉計画・第３期障がい児福祉計画」、「第３期読谷村子ども・子育て支

援計画」といった福祉分野における個別計画の上位計画としてこれらを横断的につなぐとともに、

「読谷村男女共同推進計画（あやとりプラン）」などの関連計画との整合を図った計画とします。 
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第４次 読谷村地域福祉計画・地域福祉活動計画 

（読谷村自殺対策計画、読谷村再犯防止推進計画） 
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６ 計画期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

この期間に社会情勢や村の状況、関係法制度などに著しい変化があった場合は必要に応じて見

直しを行います。 

 

 令和５年 

２０２３年 

令和６年 

２０２４年 

令和７年 

２０２５年 

令和８年 

２０２６年 

令和９年 

２０２７年 

令和１０年 

２０２８年 

令和１１年 

２０２９年 

令和１２年 

２０３０年 

ゆたさむらビジョン 

        

地域福祉計画・ 

地域福祉活動計画 

        

自殺対策計画 

        

高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画 

        

障がい者福祉基本計画 

 

障がい福祉計画 

 

障がい児福祉計画 

        

子ども・子育て 

支援事業計画 

        

 

 

  

第４次読谷村地域福祉計画・地域福祉活動計画 第３次計画 

第９期 

第４次 

第３期 

第７期 

第３期 

第８期 

第４期 

第３次 

第４期 

第２期 

第２期 

第１０期 第８次 

第５次 

第９期 

第５期 

第４期 

ゆたさむらビジョン 

読谷村自殺対策計画 

次期計画 
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７ 策定体系 

（１）策定体制 

本計画の策定にあたっては、学識経験者や関係団体によって構成される策定委員会を中心に、

計画案についての審議・意見交換を交わしながら計画を策定します。 

また、庁内における調整については、事務局となる福祉課が中心となり「ワーキング会議」

において、施策や事業の検討及び調整を行います。 

 

策定体制 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（２）パブリックコメントの実施 

本計画の策定にあたり、村民の方から広くご意見・ご提案を伺うことを目的として、パブ

リックコメントを実施します。 

 

策定委員会 

村民、学識経験者、関係団体、行政関係者 など 

提案 

村 
社協 

住民 

助言 アンケート、関係団体などへの調査 
パブリックコメント等による 
住民参加 

ワーキング会議 

アンケート調査 

施策・素案など調整 関係団体への調査 

読谷村健康福祉部福祉課 

読谷村社会福祉協議会 

パブリックコメント 

 

庁内関係各課・社会福祉協議会 

事務局 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 読谷村の地域福祉に関する 

現状・課題 
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１ 統計からみる本村の現状 

（１）人口・世帯の状況 

①総人口・総世帯数 

本村では、総人口・総世帯数ともに増え続けており、令和７年の総人口は４２,２８９人、

総世帯数は１８,２１７世帯となっており、令和２年と比較すると、総人口は８０８人、総

世帯数は１，５９７世帯増加しています。 

総人口と世帯数の推移 

 
資料：沖縄県住民基本台帳（各年１月１日） 

 

②年齢階級別 

本村の令和７年の男女別５歳階級別人口構成をみると、５０～５４歳、４５～４９歳が最

も多く、次いで男女ともに７０～７４歳が多くなっています。今後１０年では後期高齢者人

口が増加することが予想されます。 

年齢階級別人口 

 
資料：沖縄県住民基本台帳年齢階級別人口（令和７年１月）  

41,481 41,642 41,793 42,041 42,060 42,289 

16,620 16,858 17,192 17,577 17,807 18,217 
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③総人口・年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口の推移を見ると、年少人口（０～１４歳）は令和２年の７,０９７人か

ら令和７年には６,９６６人へと減少しており、少子化傾向が継続しています。生産年齢人

口（１５～６４歳）は全体として減少傾向にありましたが、令和６年から令和７年にかけて

はわずかに増加しています。老年人口（６５歳以上）は、令和２年の８,８７９人から令和

７年には９,９４７人へと増加しており、３区分の中で最も増加割合が高くなっています。 

年齢３区分の構成比を見ると、年少人口割合は１７％前後で推移しており、少しずつ減少

傾向にあります。生産年齢人口割合は令和２年の６１.５％から令和６年には５９.９％まで

低下した後、令和７年には６０.０％とわずかに増加の兆しを見せています。老年人口割合

は令和２年の２１.４％から年々上昇しており、令和７年には２３.５％に達するなど、全体

に占める割合が着実に拡大しています。 

本村の令和７年の年齢３区分の構成比について沖縄県と比較すると、年少人口割合は沖縄

県より高くなっており、老年人口割合は沖縄県より低くなっています。 

年齢３区分別人口の推移（読谷村） 

 
資料：沖縄県住民基本台帳（各年１月１日） 

 
年齢３区分別人口割合の推移 

 
資料：沖縄県住民基本台帳（各年１月１日） 

7,097 7,083 7,104 7,144 7,089 6,966 

25,505 25,415 25,299 25,337 25,202 25,376 
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④字別人口・世帯数 

 

 人口推移 （人） 

字名 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

長浜 ３,２４５ ３,２６７ ３,２９５ ３,３３１ ３,３６６ ３,３５２ ３,３７５ 

瀬名波 １,５８４ １,５７４ １,６７６ １,６６５ １,７０２ １,６９０ １,６６６ 

儀間 ５１２ ４８６ ５０１ ５２２ ５１６ ５０２ ５０１ 

渡慶次 １,８０４ １,８２７ １,８１６ １,８５２ １,９２５ １,９１３ １,９０３ 

宇座 ５２５ ５３１ ５４０ ５６１ ５６１ ５６１ ５６５ 

高志保 ２,９５５ ２,９４９ ２,９６６ ３,０２５ ３,０３１ ３,０１８ ２,９８４ 

波平 ３,４１２ ３,４０３ ３,４１０ ３,４４４ ３,４１３ ３,４４５ ３,４９７ 

上地 ６７３ ６６４ ６６２ ６６２ ６９３ ６７９ ６９４ 

都屋 １,４６３ １,４７２ １,４７３ １,４５９ １,４５８ １,４０５ １,４２０ 

喜名 ３,５２８ ３,６６９ ３,６５２ ３,６７８ ３,６５７ ３,７２０ ３,６８５ 

座喜味 ３,５１７ ３,４８６ ３,５１１ ３,５６３ ３,５７６ ３,６３６ ３,６９４ 

楚辺 ４,４９３ ４,４３７ ４,３９１ ４,３３２ ４,２４１ ４,２２９ ４,２０８ 

大木 ２,２２７ ２,２０１ ２,２１８ ２,１８５ ２,２０５ ２,１８９ ２,２０６ 

伊良皆 ２,７２２ ２,７１３ ２,７６２ ２,７５１ ２,７７６ ２,７３４ ２,６９３ 

渡具知 ９７３ ９６４ ９５８ ９５６ ９７４ ９６９ ９４６ 

古堅 ３,０６６ ３,０８２ ３,１１１ ３,１４２ ３,１３３ ３,０６６ ３,１２８ 

大湾 ２,１６５ ２,１５８ ２,１２４ ２,０６８ ２,１５２ ２,１８６ ２,２８０ 

比謝矼 ９７ ８９ ８２ ８９ ９０ ８６ ８２ 

比謝 １,７２８ １,７５２ １,７８９ １,８１０ １,７７４ １,８０１ １,８２７ 

日本人合計 ４０,６８９ ４０,７２４ ４０,９３７ ４１,０９５ ４１,２４３ ４１,１８１ ４１,３５４ 

外国人 ６６１ ７２２ ６８８ ７０６ ７７５ ８４３ ９９１ 

人口合計 ４１,３５０ ４１,４４６ ４１,６２５ ４１,８０１ ４２,０１８ ４２,０２４ ４２,３４５ 

 

 世帯数推移 （人） 

字名 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

長浜 １,３９５ １,４２６ １,４６７ １,４７５ １,５３８ １,５１８ １,５７７ 

瀬名波 ６４８ ６５４ ６９９ ７１９ ７４５ ７５５ ７５０ 

儀間 ２０７ ２０４ ２０７ ２１８ ２１４ ２０９ ２２０ 

渡慶次 ６９９ ７３１ ７４７ ７６６ ８０９ ８１７ ８３８ 

宇座 ２３５ ２３５ ２４３ ２５５ ２５１ ２５３ ２７０ 

高志保 １,１１２ １,１３４ １,１６１ １,１９６ １,２１９ １,２３５ １,２３７ 

波平 １,３３０ １,３６０ １,３８５ １,４０８ １,４２８ １,４８３ １,５３１ 

上地 ２８９ ２８９ ２８８ ２９０ ３１０ ３１１ ３１２ 

都屋 ６９０ ７１４ ７０９ ７０９ ７１２ ７０７ ７２５ 

喜名 １,３２２ １,３９０ １,３９３ １,４３０ １,４３５ １,４９２ １,４９７ 

座喜味 １,４６３ １,４７５ １,４９９ １,５４１ １,５５７ １,６０９ １,６５８ 

楚辺 １,８０８ １,８１８ １,８０７ １,８５１ １,８４７ １,８７３ １,９１２ 

大木 ８８４ ８７６ ８９６ ９００ ９２３ ９３２ ９５３ 

伊良皆 １,１１９ １,１４８ １,１７５ １,１７６ １,２４１ １,２３５ １,２４５ 

渡具知 ４０２ ３８４ ３７５ ３７９ ３８７ ３９１ ３９４ 

古堅 １,１５１ １,１８８ １,２０５ １,２３２ １,２４５ １,２４２ １,２８６ 

大湾 ８６６ ８６４ ８７７ ８８９ ９２７ ９５５ １,０００ 

比謝矼 ４３ ４５ ４５ ４７ ４６ ４７ ４５ 

比謝 ７２６ ７５７ ７８１ ８１０ ８２１ ８３９ ８６９ 

合計 １６,３８９ １６,６９２ １６,９５９ １７,２９１ １７,６５５ １７,９０３ １８,３１９ 

資料：住民基本台帳 各年３月末  
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世帯構成の推移 
（世帯、％） 

  

平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

  ％   ％   ％   ％ 
沖縄県
（％） 

一般世帯数 １１,７９３ - １２,４１１ - １３,６３９ - １５,６４３ - － 

  A 親族のみの世帯 ９,６５０ ８１.８％ ９,９８０ ８０.４％ １０,４９９ ７７.０％ １０,９７４ ７０.２％ ６１.１ 

    核家族世帯 ８,１５３ ６９.１％ ８,４２８ ６７.９％ ９,０５０ ６６.４％ ９,７３２ ６２.２％ ５５.２ 

    その他親族世帯 １,４９７ １２.７％ １,５５２ １２.５％ １,４４９ １０.６％ １,２４２ ７.９％ ５.９ 

  B 非親族世帯 ７５ ０.６％ １７４ １.４％ １３８ １.０％ ２０９ １.３％ １.３ 

  C 単独世帯 ２,０６８ １７.５％ ２,２５７ １８.２％ ２,９６９ ２１.８％ ４,４４６ ２８.４％ ３７.４ 

    高齢者単独世帯 ６２７ ５.３％ ６９３ ５.６％ ９６０ ７.０％ １,５９３ １０.２％ １１.２ 

３世代以上 １,０９２ ９.３％ １,１３４ ９.１％ １００２ ７.３％ ７５４ ４.８％ ３.２ 

６５歳以上人員のいる世帯 ３,７７３ ３２.０％ ４,１９１ ３３.８％ ４,７５３ ３４.８％ ５,９９０ ３８.３％ ３４.７ 

資料：国勢調査  

 

⑤一世帯当たり人員 

一世帯当たり人員については、令和２年の２.５０人から、令和７年には２.３２人と年々

少しずつ減少していますが、全国、沖縄県より高い水準で推移しています。 

一世帯当たり人員の推移（全国・沖縄県・読谷村） 

 
資料：住民基本台帳各年１月１日現在  
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（２）人口動態 

①自然動態・社会動態 

本村の令和２年以降の出生数・死亡数による自然増減をみると、令和４年以降は死亡数が

出生数を上回る自然減が続いている状況です。 

同じく転入数・転出数による社会増減をみると、転入数が転出数を上回る社会増が続いて

います。 

自然動態・社会動態の推移（読谷村） 

  
資料：沖縄県人口移動報告年報（各年１０月から翌９月の集計） 令和６年：令和５年１０月～令和６年９月 
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（３）就業の状況 

①業種別男女別就業者数・割合 

本村の令和２年の就業状況をみると、「医療、福祉」に携わる人が２,４１７人と最も多

く、次いで「卸売業、小売業」の２,０８９人となっています。男女では、男性は「建設業」

の１,３９１人が最も多く、女性は「医療、福祉」の１,７６１人が最も多くなっています。 

産業・業種別の男女比をみると、第一次産業と第二次産業では男性の割合が高く、第三次

産業ではやや女性の割合が高くなっています。 

 

業種別男女別就業者数（読谷村・令和２年） 

 
資料：国勢調査 
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業種別男女別就業者割合（読谷村・令和２年） 

業種 

就業者数（人） 構成比（％） 

総数 男性 女性 男性 女性 

１５,４０１ ８,２１５ ７,１８６ ５３.３％ ４６.７％ 

第一次産業 ４２２ ３３６ ８６ ７９.６％ ２０.４％ 

 農業，林業 ３９５ ３０９ ８６ ７８.２％ ２１.８％ 

 漁業 ２７ ２７ ０ １００.０％ ０.０％ 

第二次産業 ２,４６２ １,９１３ ５４９ ７７.７％ ２２.３％ 

 鉱業，採石業，砂利採取業 ５ ４ １ ８０.０％ ２０.０％ 

 建設業 １,５８６ １,３９１ １９５ ８７.７％ １２.３％ 

 製造業 ８７１ ５１８ ３５３ ５９.５％ ４０.５％ 

第三次産業 １２,５１７ ５,９６６ ６,５５１ ４７.７％ ５２.３％ 

 電気・ガス・熱供給・水道業 ５８ ４６ １２ ７９.３％ ２０.７％ 

 情報通信業 ２８８ ２０５ ８３ ７１.２％ ２８.８％ 

 運輸業，郵便業 ４６４ ４０９ ５５ ８８.１％ １１.９％ 

 卸売業，小売業 ２,０８９ ９０５ １,１８４ ４３.３％ ５６.７％ 

 金融業，保険業 １５４ ６５ ８９ ４２.２％ ５７.８％ 

 不動産業，物品賃貸業 ２４９ １３７ １１２ ５５.０％ ４５.０％ 

 学術研究，専門・技術サービス業 ３７１ ２４４ １２７ ６５.８％ ３４.２％ 

 宿泊業，飲食サービス業 １,６６２ ７２７ ９３５ ４３.７％ ５６.３％ 

 生活関連サービス業，娯楽業 ８２９ ３６２ ４６７ ４３.７％ ５６.３％ 

 教育，学習支援業 ９２０ ３７１ ５４９ ４０.３％ ５９.７％ 

 医療，福祉 ２,４１７ ６５６ １,７６１ ２７.１％ ７２.９％ 

 複合サービス事業 １０３ ６７ ３６ ６５.０％ ３５.０％ 

 サービス業 １,７０２ １,０３９ ６６３ ６１.０％ ３９.０％ 

 公務 ６２４ ４０１ ２２３ ６４.３％ ３５.７％ 

 分類不能の産業 ５８７ ３３２ ２５５ ５６.６％ ４３.４％ 

資料：国勢調査 
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（４）高齢者の状況 

①高齢化率 

本村の高齢化率は上昇傾向にあり、令和２年の２１.４％から令和７年には２３.５％と、

約２.０ポイント増となっています。本村の高齢化率は、全国、沖縄県より低い水準で推移

しています。 

高齢化率の推移（読谷村・沖縄県・全国比較） 

 
資料：住民基本台帳各年１月１日現在 

 

②前期・後期高齢者人口 

高齢者人口を前期（６５～７４歳）、後期（７５歳以上）別でみると、前期高齢者が後期

高齢者より多くなっています。年度ごとの変化を見ると、令和２年から令和４年までは前期

高齢者割合が増加傾向にありましたが、令和５年以降は減少傾向にあり、後期高齢者の比重

が高まる傾向が見られます。 

 

高齢者人口推移（読谷村） 

 
資料： 沖縄県住民基本台帳 
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③高齢者のいる世帯 

本村の６５歳以上世帯人員のいる世帯数は年々増加しており、平成１７年から令和２年の

２０年間で１.５９倍となっています。一般世帯数に占める割合も年々上昇し、令和２年に

は３８.３％となっており、沖縄県と比較すると、３.６ポイント高い状況です。 

また、高齢者単独世帯数も増加し、平成１７年から令和２年の１５年間で約２倍となって

います。今後、高齢者人口の増加に伴い高齢者単独世帯もさらに増えることが予想されます。 

 

６５歳以上世帯人員のいる世帯の推移 

 
資料：国勢調査 

 

 ６５歳以上世帯人員のいる世帯の推移 （世帯数） 

世帯 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

一般世帯数 １１,７９３ １２,４１１ １３,６３９ １５,６４３ 

高齢者のいる世帯数 ３,７７３ ４,１９１ ４,７５３ ５,９９０ 

ひとり暮らし世帯（６５歳以上） ６２７ ６９３ ９６０ １５９３ 

 

ひとり暮らし世帯（６５～７４歳） ３３１ ３２６ ４３４ ８０６ 

ひとり暮らし世帯（７５～８４歳） ２０５ ２５４ ３６２ ４８０ 

ひとり暮らし世帯（８５歳以上） ９１ １１３ １６４ ３０７ 

夫婦のみ世帯 ５７５ ７３７ ８８２ １,２４２ 

その他の世帯 ２,５７１ ２,７６１ ２,９１１ ３,１５５ 

資料：国勢調査 
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在宅高齢者世帯の状況（読谷村） 

  
資料：国勢調査 

 

④要支援・要介護認定状況 

本村の要介護度別認定者数を見ると、令和５年でやや減少したものの、年々増加傾向にあ

り、特に要支援１は令和２年度の８４人から令和７年は１４０人と約１.６７倍に増加して

います。最も多い認定者数は要介護４となっており、要介護５は令和２年の１６４人から令

和５年には１５１人まで減少したものの、令和６年以降は再び増加に転じています。 

 

要支援・要介護認定者数の推移（読谷村） 

 
資料：沖縄県介護保険広域連合統計資料 各年９月末 
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（５）児童の状況 

本村の出生率及び年少人口は全体的に緩やかな減少傾向にあります。 

出生率は全国平均を上回りつつも、県平均を下回る水準で推移し、令和４年には一時的に

上昇しましたが、令和５年には再び減少に転じました。 

 

年少人口推移 

 
資料：沖縄県住民基本台帳年齢階級別人口（各年１月） 

 

出生率推移 

 
資料：沖縄県人口動態総覧 人口動態統計 

※ 出生率＝１年間の出生数／１０月１日現在の人口×１０００ 
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24 

（６）障がいのある人の状況 

①障害者手帳等所持者数の推移 

本村の令和２年度以降の障害者手帳等所持者数についてみると、令和４年度まで減少傾向

にありましたが、令和５年度以降は増加に転じています。内訳をみると、身体障害者手帳所

持者数は減少していますが、療育手帳所持者数と精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾

向にあります。 

総人口に占める所持者の割合については横ばいで推移し、令和６年度は全体の６.０％と

なっています。 

障害者手帳等所持者数の推移 

 
資料：読谷村 

 

総人口に占める障害者手帳等所持者の割合 

 
資料：読谷村   
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（７）支援が必要な人の状況 

①ひとり親世帯の状況 

本村のひとり親世帯の状況をみると、母子世帯が増加傾向にあり、平成２２年に減少に転

じましたが、その後微増傾向で推移しています。 

また、一般世帯数に占めるひとり親世帯の割合は年々減少しているものの、県平均および

全国平均を上回る水準で推移しています。 

 

ひとり親世帯数の推移 

 
※ 母子世帯・父子世帯とは、未婚、死別又は離別の女親もしくは男親と、その未婚の２０歳未満のこどものみから成る一般世帯

（他の世帯員がいないもの）をいう。 

資料：国勢調査 

 

一般世帯数に占めるひとり親世帯割合の推移 

 
資料：国勢調査 
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②生活保護の状況 

本村の令和２年以降の生活保護被保護世帯数と被保護人員は微増傾向で推移していますが、

人口１,０００人あたりの保護率は、令和４年から減少傾向にあります。 

生活保護世帯の内訳をみると、各年とも高齢者世帯が最も多くなっています。 

 

生活保護被保護世帯数・被保護人員の推移（月平均） 

 
資料：令和５年度版沖縄県の生活保護、読谷村 

※保護率は人口千人あたりの被保護者の割合 ‰＝パーミル（千分率） 

 

 生活保護世帯内訳（月平均） （世帯） 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

高齢者世帯 ２０８ ２２４ ２３９ ２４３ ２４０ 

母子世帯 １８ １４ １７ １７ １５ 

障がい者世帯 ６８ ６５ ６５ ５９ ５７ 

傷病世帯 ３８ ３７ ３８ ４４ ４９ 

その他世帯 ６４ ６６ ６２ ６１ ５９ 

合計 ３９６ ４０６ ４２０ ４２４ ４２０ 

※停止世帯を除く 

資料：読谷村 
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（８）地域の状況 

①自治会加入率、民生委員・児童委員充足率 

自治会加入率は、世帯数でみると令和７年７月末で４１.３％となっており、前回計画時

より減少しています。民生委員・児童委員の充足率は村全体で８５．９％となっています。 

 

自治会加入率（令和７年７月末現在） 

 総数 加入 未加入 加入率 
（参考） 

令和２年 

人 口（人） ４２,２９４ １８,３２５ ２３,９６９ ４３.３％ ４８.３％ 

世帯数（世帯） １８,２１７ ７,５３２ １０,６８５ ４１.３％ ４５.７％ 

 

自治会加入状況（令和７年７月末現在） 

人
口
（
人
） 

長浜 瀬名波 儀間 渡慶次 宇座 高志保 

８０９ ８５９ ７３４ １,０８１ １,００２ １,２１８ 

波平 上地 都屋 喜名 親志 座喜味 

２,００７ ７４ ５３５ １,６３６ １４９ １,２５３ 

横田 楚辺 大添 大木 伊良皆 牧原 

５４２ １,９０５ ５４７ ６７７ ７１８ ２２０ 

長田 渡具知 古堅 大湾 比謝矼 比謝 

７６ ７８５ ５４８ ５３３ １１１ ３１３ 

総人口 加入者 未加入 加入率   

４２,２９４ １８,３２５ ２３,９６９ ４３.３％   

 
             

世
帯
数
（
世
帯
） 

長浜 瀬名波 儀間 渡慶次 宇座 高志保 

３４６ ３６０ ２９０ ４３７ ４２２ ４６８ 

波平 上地 都屋 喜名 親志 座喜味 

８１４ ２７ ２０２ ６５７ ６６ ５１５ 

横田 楚辺 大添 大木 伊良皆 牧原 

２０９ ８１７ ２３６ ２８５ ２８４ ８８ 

長田 渡具知 古堅 大湾 比謝矼 比謝 

３２ ３１９ ２４７ ２２６ ５０ １３７ 

総世帯 加入世帯 未加入 加入率     

１８,２１７ ７,５３２ １０,６８５  ４１.３％     

 

民生委員・児童委員充足率 

区域 定数（人） 委嘱数（人） 充足率（％） 

全体 ７８ ６７ ８５．９％ 

読谷中学校区 ４２ ４２ １００．０％ 

古堅中学校区 ３６ ２５ ６９.４％ 

令和８年１月現在  
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②地域の活動状況 

地域支え合い活動委員会は、住民同士の支え合い体制の構築に向けて自治会、民生委員・

児童委員、地域協力員との協働で要配慮者の把握、気にかけ活動の環境整備を行っています。 

ゆいまーる共生事業は、各自治会を拠点として、村内２３の地域で活動しており、地域の

ボランティアによって自主的に運営されています。 

 

地域支え合い活動委員会・ゆいまーる共生事業活動状況 

地域名 

支え合い活動委員会 
ゆいまーる共生事業 

（令和５年４月現在） 

支え合い体制づくり関係者 グループ名 
ボランティア

人数(人) 

長浜 自治会長、民生委員、地域協力員、福祉課 長浜浜べの会 ５０ 

瀬名波 
自治会長、公民館職員、民生委員、地域代表、福祉課瀬

名波駐在所 
瀬名波泉の会 ６５ 

儀間 
自治会長、公民館職員、民生委員、老人会代表、ゆい

まーる代表、福祉課  
儀間寿の会 ２１ 

渡慶次 
自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員、福祉

課、瀬名波駐在所 
渡慶次福祉いぶし銀会 ３７ 

宇座 自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員、福祉課 宇座銀の会 ４９ 

高志保 自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員、福祉課  高志保がじゅまる会 ４０ 

波平 
自治会長、民生委員、老人会長、ゆいまーる会長、ゆい

まーる健康チェック、地域協力員、村議、福祉課 
波平くとぶち会 ３８ 

上地 自治会長、民生委員、福祉課  - - 

都屋 
自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員ゆいまー

る会長、福祉課 
都屋アカター岬の会 １５ 

喜名 自治会長、公民館職員、民生委員  喜名福寿会 ４２ 

親志 自治会長、民生委員、福祉課  親志多幸山の会 １５ 

座喜味 自治会長、公民館職員、民生委員、福祉課  座喜味城寿の会 １６ 

横田 自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員、福祉課 横田がんじゅう会 ２８ 

楚辺 自治会長、民生委員、福祉課、楚辺駐在所  楚辺クラガー会 ５３ 

大添 自治会長、公民館職員、民生委員、福祉課  大添萬代会 ２６ 

大木 自治会長、公民館職員、民生委員、福祉課  大木わかさ会 ３０ 

伊良皆 自治会長、公民館職員、民生委員、福祉課 伊良皆寿楽の会 ２０ 

牧原 
自治会長、民生委員、福祉課 ※２地域合同開催 

牧原ときわ松の会 ２１ 

長田 長田わかば会 ６ 

渡具知 自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員、福祉課 渡具知泊城の会 ３４ 

古堅 自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員、福祉課  古堅あけぼの会 １５ 

大湾 自治会長、公民館職員、民生委員、福祉課   

※２地域合同開催 

大湾わぶくの会 ６ 

比謝矼 比謝川の会 １５ 

比謝 自治会長、公民館職員、民生委員、地域協力員、福祉課  比謝ゆうなの会 ２８ 

 

ボランティア団体（ボランティア団体連絡協議会加入団体）：令和６年度 

ゆいまーる共生事業 ユンタンザ歌の会 更生保護女性会 

配達ボランティア 手話サークル「ゆんたんじゃ」 家庭倫理の会 読谷支部 

読谷村赤十字奉仕団 手話サークル「花織」 リーディングサービス「ともしび」 

要約筆記サークル「ほほえみ」   
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２ 村民意識調査 

（１）調査概要 

①目的 

「第４次読谷村地域福祉計画・読谷村地域福祉活動計画」を策定するにあたり、村民の地

域福祉に関する意識や地域活動への参加状況、地域福祉推進における課題を把握し、計画策

定の基礎資料とすることを目的として住民意識調査を実施しました。 

 

②調査対象及び調査実施方法、配布・回収状況 

住民 

調査対象 読谷村在住の１８歳～７０代 無作為抽出１、６００人 

調査方法 郵送配付、郵送回収 

調査期間 令和７年１０月１日～１０月２０日（返送締切） 

回収状況 
回収数５５６件 回収率３４.８％ 
有効回収数：５４８件 ※最終受付１０月３１日 

 

【グラフ・表の見方】 

※単一回答における構成比（％）は、回答人数を分母として算出しています。 

 百分比の小数第２位を四捨五入しているため、合計は１００％にならない場合があります。 

※表記中の（ｎ＝●）は、回答者数を表しており、無回答者を除いている場合があります。 

※グラフ中の値は、レイアウトの関係上省略している場合があります。 

※自由記述については、要約または一部抜粋して表示しています。 

 

（２）回答者の状況 

①年齢と世帯構成 

回答者年齢は４０代以上が７９.２％を占め、６０代が最も高く２１.５％となっています。 

世帯構成については、「二世代世帯（両親、子）」の割合が最も高く４９.３％となって

います。平成２７年度と比較すると「二世代世帯（両親、子）」は９.３ポイント減少し、

「夫婦のみ」の世帯は６.２ポイント増加しています。 

また、「単身（ひとり暮らし）」世帯も増加傾向にあり、６０代では１４.４％、７０代

では１０.５％となっています。 
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回答者の年齢 

 

世帯構成（経年変化） 

 

 

②世帯の支援ニーズ 

全世帯のうち「支援が必要な方がいる」世帯は１９.２％で、「障がいのある方」が最も

高く８.８％、次いで「介護を必要とする方」が８.４％となっています。 

支援が必要な方がいる世帯 
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（３）地域とのつながり、支え合いの基盤 

①自治会 

自治会加入率は、４３.６％と半数を下回り、自治会に入っていない理由としては、「必

要性を感じない」が３６.６％と最も高く、これまで最も高い理由であった「仕事や学業、

育児・介護で忙しい」を上回っています。 

自治会加入率（経年変化） 

 

自治会に入っていない方の理由（経年変化） 

 
 

②近所付き合い 

近所付き合いは、「顔を合わせたら、あいさつをする程度」の割合が最も高く５０.５％

を占めています。次いで「会えば、立ち話をする程度」が２８.５％となっています。 

経年変化をみると、「身の上相談や困りごとを相談するなど、家族同様の付き合い」や

「簡単な頼みごと（郵便物のお願い等）をしあう付き合い」などの親しい付き合いの割合は、

コロナの影響で低下し、ほとんど回復していません。一方で、「ほとんど付き合いはない」

世帯は１０.８％となっています。 
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13.6

6.5

15.4

0 10 20 30 40 50

必要性を感じない

仕事や学業、育児・介護で忙しい

人間関係がわずらわしい

会費などの出費がかかるから

自治会からの勧誘がないから

自治会の活動に魅力がない

どこに連絡すればよいかわからない

住み続ける気持ちがないから

その他

令和7年(n=306)

令和2年(n=333)

平成27年(n=169)

(％)
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近所付き合い（経年変化） 

 

 

③身近に助けてくれる方、見守ってくれる方、頼れる方がいるか 

「身近に助けてくれる方、見守ってくれる方、頼れる方がいるか」という設問では、「い

ない」「わからない」と回答した人は約２割となっており、世帯別にみると、「単身（ひと

り暮らし）」や「ひとり親世帯」で「いない」と回答する割合が高くなっています。 

身近に助けてくれる方、見守ってくれる方、頼れる方がいるか（全体） 

 

 

身近に助けてくれる方、見守ってくれる方、頼れる方がいるか（世帯構成別） 

 

4.9

4.1

7.2

5.1

4.3

7.7

28.5

25.9

26.2

50.5

55.6

48.8

10.8

7.7

9.3

2.0

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

平成27年(n=389)

身の上相談や困りごとを相談するなど、家族同様の付き合い 簡単な頼みごと(郵便物受取のお願い等)をしあう付き合い

会えば、立ち話をする程度 顔を合わせたら、あいさつをする程度

ほとんど付き合いはない その他

無回答

(％)

79.2 6.4 13.9 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

いる いない わからない 無回答

(％)

74.0 

83.8 

79.6 

63.2 

79.5 

68.4 

18.0 

5.4 

5.2 

15.8 

5.3 

8.0 

10.8 

14.8 

21.1 

20.5 

21.1 5.3 

0 20 40 60 80 100

単身(ひとり暮らし)(n=50)

夫婦のみ(n=148)

二世代世帯(両親､子)(n=270)

ひとり親世帯(n=19)

三世代世帯(親､子､孫)(n=39)

その他(n=19)

いる いない わからない 無回答

(％)
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（４）地域活動 

①地域住民の自主的な活動について 

地域住民が安心して暮らせるように現在取り組んでいる活動について、「特にない」と回

答した人が５５.８％と過半数を占めました。一方で、「寄付や募金」が２１.０％、「地域

行事への参加」が１８.１％、「環境美化活動」が１３.１％と、比較的取り組みやすい活動

には一定の参加が見られます。 

また、隣近所で高齢者や障がいのある方、困っている方がいたときにできる手助けについ

て、「安否確認などの声かけ」や「緊急時の手助け」といった、緊急性の高い支援への意向

が比較的高くなっています。 
 

地域住民が安心して暮らせるように、現在活動していること 

 
 

隣近所で高齢者や障がいのある方、困っている人がいたときにできる手助け 

 

 

  

21.0

18.1

13.1

10.6

9.9

4.7

2.0

1.8

55.8

0.7

0 20 40 60 80 100

寄付や募金

地域行事への参加

環境美化活動

地域のボランティア活動

見守り、声かけ運動

話し相手

災害など緊急時の救助活動

生活援助支援(調理、買い物など)

特にない

その他

(％)

（n=548）

54.7

33.8

20.6

17.0

7.8

6.0

5.5

5.1

4.7

4.0

25.4

0.9

0 20 40 60 80 100

安否確認などの声かけ

緊急時の手助け

相談相手・話し相手

買い物の手伝い

家事の手伝い

お弁当の配食

通院など外出の手伝い

短時間の子どもの預かり

銀行や村役場への届け出

外出時の付き添い

特にない

その他

(％)

（n=548）
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②地域活動への参加 

地域活動への参加は、「地域活動にほとんど参加していない」と回答した方が６７.５％

となっており、参加していない理由は、「仕事が忙しくて時間がないから」が４７.６％と

最も高くなっています。 

 

地域活動への参加 

 

 

地域活動に参加していない理由 

 
 

 

②地域支え合い活動委員会、ゆいまーる共生事業 

「地域支え合い活動委員会」の活動を知っている方（「活動を運営・支援する立場として

参加している」と「この活動による支援を受けている」と「参加や支援は受けていないが、

名前も取り組み内容も知っている」の合計）は１３.６％に留まり、５割以上の住民が「名

前も聞いたことがない」と回答しています。 

「ゆいまーる共生事業」については「知っていて、ボランティアとして参加したことがあ

る」が４.４％と前回調査時より微増しているものの、全体の認知度（「知っていて、参加

したことがある」と「知っていて、ボランティアとして参加したことがある」と「知ってい

る（聞いたことがある）が参加したことはない」の合計）は３２.２％と前回調査時とほぼ

変わらず、６割以上の住民が「まったく知らない」と回答しています。 

21.2

8.4

4.4

4.4

2.7

1.8

1.1

0.9

67.5

2.4

0 20 40 60 80 100

自治会・婦人会・子ども会・青年会・老人会などの活動

文化・スポーツに関する活動

ＰＴＡ活動

保健・福祉ボランティア団体の活動

高齢者・障がい者に関わる活動

保健・福祉以外のボランティア団体の活動

子育てサークル活動

消防団、自主防災組織の活動

地域活動にはほとんど参加していない

その他

(％)

（n=548）

47.6

39.2

24.9

17.8

14.6

14.3

10.5

6.2

0 20 40 60 80 100

仕事が忙しくて時間がないから

自治会に加入していないから

人間関係がわずらわしいから

どんな活動があるのか情報が入ってこないから

一人では参加しづらいから

育児や介護のため時間がないから

興味のある地域活動がないから

その他

(％)

（n=370）
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「地域支え合い活動委員会」の認知度（経年変化） 

 
 

「ゆいまーる共生事業」の認知度（経年変化） 

 
  

2.4

2.4

2.3

1.3

9.9

9.4

5.4

27.2

27.0

15.7

55.5

57.7

29.8

2.9

3.1

45.8

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

平成27年(n=389)

活動を運営・支援する立場として参加している この活動による支援を受けている

参加や支援は受けていないが、名前も取り組み内容も知っている 名前は聞いたことがあるが、取り組みの内容は知らない

名前も聞いたことがない その他

無回答

(％)

4.6

2.4

4.9

4.4

3.2

5.4

23.2

25.3

32.6

64.8

63.7

51.9

3.1

5.5

5.1

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

平成27年(n=389)

知っていて、参加したことがある 知っていて、ボランティアとして参加したことがある

知っている(聞いたことがある)が、参加したことはない まったく知らない

無回答

(％)
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（５）地域での暮らしの現状 

①地域への愛着と住みやすさ 

７０.１％の住民が地域へ愛着を感じており、７６.８％が「住み良い」と感じています。 

地域への愛着 

 

住みやすさ 

 
 

②生活上の悩みや不安 

「困りごと・心配ごと・悩みごと」では、「家族の健康」が５０.２％と最も高く、次い

で「自分の健康」が４８.７％「経済的な問題」が３３.０％となっています。３０代以上の

約半数が健康問題を最大の不安として挙げており、特に６０代以上で「自分の健康」が特に

高く、高齢化に伴う身体的な不安が顕在化しています。また３０代の約半数が「経済的な問

題」を挙げています。 

困りごと・心配ごと・悩みごと（全体・年代） 

 

 

70.1 4.7 25.2 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

感じている 感じていない どちらともいえない 無回答

(％)

76.8 6.4 16.1 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

住み良い 住みにくい わからない 無回答

(％)

50.2

48.7

33.0

18.4

15.0

7.1

4.7

3.3

2.9

1.1

12.0
4.0

0 20 40 60 80 100

家族の健康
自分の健康

経済的な問題
自分自身・身内の介護

子育てや子どもの教育環境
地域との関わりや人間関係
住まいの確保に関すること
障がい者サービスの利用

相談相手・話し相手がいない
どこにも自分の居場所がない

困りごと、心配ごとはない
その他

(％)

（n=548）

10代
(n=9)

20代
(n=35)

30代
(n=67)

40代
(n=93)

50代
(n=109)

60代
(n=118)

70歳以上
(n=114)

家族の健康 11.1 37.1 49.3 51.6 52.3 53.4 51.8

自分の健康 22.2 31.4 37.3 45.2 45.9 55.1 61.4

経済的な問題 33.3 31.4 47.8 36.6 38.5 25.4 25.4

自分自身・身内の介護 11.1 14.3 9.0 19.4 23.9 24.6 14.0

子育てや子どもの教育環境 0.0 8.6 35.8 39.8 9.2 2.5 4.4

地域との関わりや人間関係 0.0 8.6 6.0 12.9 5.5 5.9 6.1

住まいの確保に関すること 0.0 2.9 9.0 4.3 6.4 5.9 0.9

障がい者サービスの利用 11.1 2.9 7.5 4.3 2.8 2.5 0.0

相談相手・話し相手がいない 0.0 11.4 3.0 5.4 1.8 0.8 1.8

どこにも自分の居場所がない 0.0 5.7 1.5 1.1 0.9 0.8 0.0

困りごと、心配ごとはない 33.3 25.7 10.4 11.8 10.1 11.9 8.8

その他 0.0 2.9 3.0 5.4 2.8 6.8 2.6

（％） 
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③地域環境・利便性 

住まいの地域や周辺環境では、「病院や福祉施設・サービス事業所など、医療・福祉機関

が整っている」について『そう思わない（「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わ

ない」の合計）』は４８.０％となっています。 

地域別にみると、喜名小学校区では「病院や福祉施設・サービス事業所など、医療・福祉

機関が整っている」は６割が『そう思わない』と回答しており、医療・福祉資源へのアクセ

スや充実度に対し、住民が不満を感じていることが分かります。 

「買い物や銀行、郵便局といった日常生活の用事を済ますのに交通の便がよく、不便がな

い」の項目では、古堅小学校区は『そう思う（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」

の合計）』は６５.８％であるのに対し、渡慶次小学校区では「そう思う」は４４.７％と、

生活利便性に関して地域差があることが分かります。 

また、「地域のつながりがあり、地域活動が充実している」では、『そう思う』は全体の

５２.０％にとどまっています。 

 

お住まいの地域や周辺環境について 

 
 

28.3

20.8

8.6

13.9

22.1

10.2

11.1

49.3

46.4

35.8

41.4

34.9

31.6

40.9

7.7

10.9

13.9

13.7

16.4

26.5

16.8

3.3

4.4

6.4

5.3

21.5

21.5

8.2

10.6

16.2

33.8

24.3

3.8

8.2

22.6

1.3

1.6

1.5

1.3

2.0

0 20 40 60 80 100

子どもにとって、安心・安全で、健全に育つ環境である

子育て中の保護者が、安心・安全に妊娠・出産

・子育てをしながら暮らせる環境である

障がいのある方が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

高齢者が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

買い物や銀行、郵便局といった日常生活の用事を

済ますのに交通の便がよく、不便がない

病院や福祉施設・サービス事業所など、

医療・福祉機関が整っている

地域のつながりがあり、地域活動が充実している

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない 無回答

(％)
全体（n=５４８)
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27.6

21.0

11.4

17.1

15.2

8.6

16.2

46.7

43.8

36.2

33.3

29.5

38.1

38.1

10.5

15.2

15.2

14.3

25.7

21.0

11.4

4.8

6.7

6.7

10.5

27.6

23.8

10.5

9.5

13.3

29.5

24.8

8.6

22.9

1.0

1.0

1.0

0 20 40 60 80 100

子どもにとって、安心・安全で、健全に育つ環境である

子育て中の保護者が、安心・安全に妊娠・出産

・子育てをしながら暮らせる環境である

障がいのある方が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

高齢者が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

買い物や銀行、郵便局といった日常生活の用事を

済ますのに交通の便がよく、不便がない

病院や福祉施設・サービス事業所など、

医療・福祉機関が整っている

地域のつながりがあり、地域活動が充実している

(％)
渡慶次小学校区（n=１0５)

30.9

21.5

12.1

14.8

28.2

12.8

10.7

51.0

48.3

33.6

40.3

37.6

32.9

43.0

5.4

8.7

12.1

12.8

14.8

27.5

17.4

2.0

2.7

6.0

3.4

13.4

20.1

8.7

10.1

17.4

35.6

28.2

4.7

5.4

20.1

1.3

1.3

1.3

0 20 40 60 80 100

子どもにとって、安心・安全で、健全に育つ環境である

子育て中の保護者が、安心・安全に妊娠・出産

・子育てをしながら暮らせる環境である

障がいのある方が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

高齢者が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

買い物や銀行、郵便局といった日常生活の用事を

済ますのに交通の便がよく、不便がない

病院や福祉施設・サービス事業所など、

医療・福祉機関が整っている

地域のつながりがあり、地域活動が充実している

(％)

古堅小学校区（n=１４９)

23.9

17.7

3.5

10.6

22.1

11.5

6.2

52.2

51.3

35.4

43.4

40.7

31.9

43.4

8.8

8.8

19.5

20.4

14.2

25.7

22.1

3.5

4.4

3.5

18.6

20.4

6.2

12.4

15.9

34.5

20.4

2.7

8.0

21.2

1.8

2.7

2.7

1.8

1.8

2.7

0 20 40 60 80 100

子どもにとって、安心・安全で、健全に育つ環境である

子育て中の保護者が、安心・安全に妊娠・出産

・子育てをしながら暮らせる環境である

障がいのある方が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

高齢者が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

買い物や銀行、郵便局といった日常生活の用事を

済ますのに交通の便がよく、不便がない

病院や福祉施設・サービス事業所など、

医療・福祉機関が整っている

地域のつながりがあり、地域活動が充実している

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない わからない 無回答

(％)
読谷小学校区（n=１１３)
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30.6

24.5

9.2

16.3

20.4

6.1

15.3

49.0

43.9

39.8

45.9

32.7

21.4

40.8

8.2

12.2

13.3

12.2

18.4

35.7

12.2

4.1

3.1

6.1

3.1

24.5

24.5

7.1

7.1

15.3

28.6

18.4

4.1

8.2

24.5

1.0

1.0

3.1

4.1

4.1

0 20 40 60 80 100

子どもにとって、安心・安全で、健全に育つ環境である

子育て中の保護者が、安心・安全に妊娠・出産

・子育てをしながら暮らせる環境である

障がいのある方が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

高齢者が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

買い物や銀行、郵便局といった日常生活の用事を

済ますのに交通の便がよく、不便がない

病院や福祉施設・サービス事業所など、

医療・福祉機関が整っている

地域のつながりがあり、地域活動が充実している

(％)

喜名小学校区（n=９８)

26.8

18.3

4.9

9.8

20.7

11.0

7.3

46.3

42.7

34.1

45.1

31.7

32.9

37.8

6.1

11.0

8.5

7.3

8.5

20.7

20.7

6.1

7.3

9.8

7.3

29.3

19.5

7.3

14.6

19.5

41.5

29.3

8.5

13.4

26.8

1.2

1.2

1.2

1.2

2.4

0 20 40 60 80 100

子どもにとって、安心・安全で、健全に育つ環境である

子育て中の保護者が、安心・安全に妊娠・出産

・子育てをしながら暮らせる環境である

障がいのある方が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

高齢者が、自分の希望や自分のペースに

そって、安心・安全に暮らせる環境である

買い物や銀行、郵便局といった日常生活の用事を

済ますのに交通の便がよく、不便がない

病院や福祉施設・サービス事業所など、

医療・福祉機関が整っている

地域のつながりがあり、地域活動が充実している

(％)
古堅南小学校区（n=８２)
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（６）福祉や福祉サービス 

①福祉サービスの利用 

福祉サービスの利用者は２５.０％となっており、利用した福祉サービス別にみると「高

齢者福祉・介護」が５７.７％と最も高くなっています。 

サービス利用時の不都合や不満について、「不都合や不満を感じたことはない」が４割を

占めています。一方で、不満を感じた人の理由としては、「福祉サービスに関する情報が入

手しづらかった」が２４.１％と最も高くなっています。 

 

福祉サービスの利用 

 
 

利用した福祉サービス 

 

 

サービス利用時の不都合や不満（経年変化） 

 

 

  

25.0 73.4 1.6 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

利用している(したことがある) 利用したことはない 無回答

(％)

57.7

23.4

9.5

5.8

0 20 40 60 80 100

高齢者福祉・介護

障がい者(児)福祉

児童・子育て支援

生活困窮者福祉

(％)

(n=１３７)

24.1

15.3

13.9

12.4

6.6

5.8

3.6

2.2

0.7

41.6

5.8

0 10 20 30 40 50

福祉サービスに関する情報が入手しづらかった

どのサービスが良いのかわからず、選びにくかった

どこに利用を申し込めばよいのかわからなかった

利用手続きが分かりづらかった

利用したいサービスが利用できなかった

複数の窓口にわたり、面倒だった

窓口の対応が悪かった

利用を申し込んだが、窓口でたらいまわしにされた

サービス内容に満足しなかった

不都合や不満を感じたことはない

その他

(％)

(n=１３７)
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②福祉への関心 

住民の福祉への関心については、『関心がある（「とても関心がある」と「ある程度関心

がある」の合計）』と回答した人が、５４.５％となっていますが、平成２７年と比較する

と『関心がある』は１８.０ポイント減少しています。「あまり関心がない」「全く関心が

ない」とする無関心層は、令和２年の２１.０％から令和７年では３０.５％となっており、

全体的に福祉への関心が低下している現状がみられます。 

「福祉」への関心（経年変化） 

 
 

③福祉に関する情報 

福祉に関する情報の入手状況をみると、「できていない」と回答した人が４５.４％、

「十分できている」はわずか７.３％にとどまっています。 

情報入手先では「広報よみたん」が７３.０％と最も高くなっています。 

福祉に関する情報の入手 

 

情報入手先（全体・年代別） 

 

 

7.8

14.0

20.3

46.7

52.2

52.2

26.5

20.3

15.2

4.0

1.8

13.3

10.2

8.0

1.6

2.6

2.6

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

平成27年(n=389)

とても関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 全く関心がない

わからない 無回答

(％)

7.3 39.4 45.4 7.8 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

十分できている まあまあできている できていない 無回答

(％)

73.0

32.0

14.8

12.9

11.7

9.4

2.3

6.6

0 20 40 60 80 100

広報よみたん(村広報紙)

社協だより

自治会

ＳＮＳ(公式LINE)

役場や社会福祉協議会のホームページ

役場や社会福祉協議会への問合せ

民生委員・児童委員

その他

(％)

(n=２５６)



42 

④活動や制度の認知度 

民生委員・児童委員・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

民生委員・児童委員について、「名前（または顔）も活動内容も知っている」と答えた住

民は１１.５％にとどまり、約半数が「名前（または顔）もその活動内容もわからない」と

回答しています。コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、７３.５％の住民が「聞

いたことがない」と回答しています。 

民生委員・児童委員の認知度 

 
 

コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)の認知度（経年変化） 

 

 

読谷村社会福祉協議会 

読谷村社会福祉協議会の活動について「名前もどんな仕事をしているのかもわかる（もし

くは、だいたいわかる）」が２５.０％となっており、平成２７年と比較すると５.１ポイン

ト減少しています。 

  

11.5

9.6

16.5

6.9

9.9

11.8

24.5

23.2

20.1

55.7

55.5

49.6

1.5

1.9

2.1

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

平成27年(n=389)

名前(または顔)も活動内容も知っている 名前(または顔)は知っているが、活動内容は知らない

名前(または顔)は知らないが、活動内容は知っている 名前(または顔)もその活動内容もわからない

無回答

(％)

5.3

6.3

7.5

19.3

22.9

28.3

73.5

68.1

62.0

1.1

2.7

2.3

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

平成27年(n=389)

どういう仕事をしているか、だいたいわかる 聞いたことはあるが、どんな仕事をしているかはよく知らない

聞いたことがない その他

無回答

(％)
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「読谷村社会福祉協議会の活動認知度（経年変化）  ＜第３次計画時の指標＞ 

 
知っている（聞いたことがある）社会福祉協議会の取り組み 

  

 

権利擁護制度、生活困窮者自立支援制度 

成年後見制度について、「知っている」が３１.９％、生活困窮者自立支援制度は、

『知っている（「よく知っている」と「少し知っている」の合計）』が５４.２％となって

います。 

 

成年後見制度の認知度（経年変化） 

 

 

生活困窮者自立支援制度について 

  

25.0

27.0

30.1

58.0

46.6

52.2

15.3

25.3

16.2

1.6

1.2

1.5

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

平成27年(n=389)

名前もどのような仕事をしているのかもわかる(もしくは、だいたいわかる) 名前は聞いたことはあるが、仕事内容はよくわからない

名前も聞いたことがない 無回答

(％)

68.4 

43.8 

38.7 

36.3 

23.2 

20.6 

17.2 

15.5 

15.0 

12.6 

2.7 

0 20 40 60 80 100

赤い羽根共同募金運動

歳末たすけあい事業

食事サービス事業(お弁当配達)

フードバンク活動

ボランティア養成講座

母子父子福祉活動(夏休み学童クラブ等)

手話奉仕員養成講座

心配ごと相談窓口(ふれあい相談所)

福祉資金貸付相談事業

外出支援サービス事業(高齢者)

その他

(％)

※令和４年度以降は子どもの居場所づくり支援事業

※

（n=548）

31.9

28.3

33.0

27.1

33.9

41.6

1.1

2.9

0 20 40 60 80 100

令和7年(n=548)

令和2年(n=586)

知っている 聞いたことはあるが、詳しい内容まではわからない 知らない 無回答

(％)

6.6 47.6 44.2 1.6 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

よく知っている 少し知っている 知らない 無回答

(％)
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（７）地域福祉の推進 

「地域福祉を推進するために優先的に取り組むべき施策」についての設問では、「住民が

気軽に立ち寄り、利用できる地域の福祉活動の拠点づくり」が４８.５％で最も高く、「高

齢者、障がい者、児童の福祉施設・設備の充実」が４８.４％で続いています。 

また、「社会福祉協議会が行う活動や支援において、今後充実してほしいもの」では、

「高齢者や障がい者のための生活援助サービス」が最も多く、次いで「福祉サービスに関す

る情報提供」となっています。 

地域福祉を推進するために優先的に取り組むべき施策 

 

 

社会福祉協議会が行う活動や支援について、今後、充実してほしいもの 

 
  

48.5

48.4

36.5

31.8

24.3

23.4

18.1

17.2

15.1

3.8

0 10 20 30 40 50

住民が気軽に立ち寄り、利用できる地域の福祉活動の拠点づくり

高齢者、障がい者、児童の福祉施設・設備の充実

身近なところでの相談窓口の充実

福祉意識を高めるための広報活動の強化

学校教育や村民講座等による福祉教育の充実

身近な地域での支え合いのしくみの強化

地域における福祉活動の活動費や運営費に対する資金援助

ボランティアなどの育成支援

地域活動や福祉活動におけるリーダーの育成

その他

(％)

（n=548）

44.9

42.7

29.0

26.3

24.6

20.1

18.6

17.9

9.3

3.3

0 20 40 60 80 100

高齢者や障がい者のための生活援助サービス

福祉サービスに関する情報提供

住民による見守りや支え合い活動への支援

地域活動のための人材育成・発掘

学校における福祉体験学習の推進

ボランティア活動への参加促進と支援

地域住民への福祉に関する意識啓発

福祉に関する専門的な研修・プログラム・講座等の実践

地域の福祉ニーズを把握するための座談会

その他

(％)

（n=548）
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（８）災害対応 

「地震や台風・大雨などの災害に対する備え」については、約８割の住民が不十分と感じ、

避難場所は、全体の約３割が「知らない」と回答しています。 

また、「地震や台風などの災害があった時の避難や防災対策などの情報が十分に伝わって

いる」について、全体の３割強が『そう思わない（「そう思わない」と「どちらかといえば

そう思わない」の合計）』と回答しています。 

地震や台風・大雨などの災害に対する備え（全体） 

 

 

避難場所の認知度（全体・地域別） 

 
 

地震や台風などの災害があった時の避難や防災対策などの情報が十分に伝わっている 

 
  

19.3 79.9 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

できている できていない 無回答

(％)

66.8 32.1 1.1 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

知っている 知らない 無回答

(％)

13.9 39.4 20.1 12.8 12.8 1.1 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない 無回答

(％)
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３ 関係団体調査 

（１）調査概要 

①目的 

本調査は、第４次読谷村地域福祉計画及び第４次地域福祉活動計画策定業務の策定にあた

り、社会福祉関係団体、自治会長、民生委員・児童委員の皆さんがどのような考えを持って

いるのかを把握し、策定の基礎資料に活用することを目的として実施しました。 
 

②調査対象及び調査実施方法、配布・回収状況 

調査名 福祉活動に関するアンケート調査 

調査対象 

民生委員・児童委員 ５５人 

社会福祉関係団体 ８団体 

社会福祉関係団体（外国人就労施設） ２団体 

自治会 １８団体 

調査方法 

民生委員・児童委員 定例会（９月）で配布・回収 

社会福祉関係団体（外国人就

労施設を含む）、自治会 
郵送配付、郵送回収 

調査期間 令和７年１０月 

 

【グラフ・表の見方】 

※単一回答における構成比（％）は、回答人数を分母として算出しています。 

 百分比の小数第２位を四捨五入しているため、合計は１００％にならない場合があります。 

※表記中の（ｎ＝●）は、回答者数を表しており、無回答者を除いている場合があります。 

※グラフ中の値は、レイアウトの関係上省略している場合があります。 

※自由記述については、要約または一部抜粋して表示しています。 

※選択肢が多い場合は、上位の項目のみ表示しています。 
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（２）民生委員・児童委員、主任児童委員 

①活動について 

やりがいを『感じている（「強く感じている」と「感じている」の合計）』が、８３.

６％と高くなっています。一方で、負担感を「感じている」と回答した人も半数近くにの

ぼっています。 

活動について感じること：やりがいと負担感 

 

 

②地域住民の相談やニーズの把握 

「自治会長などの地域の役員からの情報共有」が７２.７％と最も高く、次いで「社会福

祉協議会からの情報共有」が７０.９％となっています。 

地域住民の相談やニーズの把握 

 
 

③活動をしていく中での課題や困りごと 

困っていることは、「支援を必要とする人などの情報が得にくい」が６０.０％と最も高

く、次いで「活動に必要な情報や専門知識が不足している」が４７.３％となっています。 

活動の中で現在困っていること（上位５項目） 

 
  

20.0

1.8

63.6

49.1

12.7

40.0

1.8

9.1

1.8

0 20 40 60 80 100

やりがい(n=55)

負担感(n=55)

強く感じている 感じている あまり感じていない 感じていない 無回答

(％)

72.7

70.9

60.0

32.7

23.6

21.8

16.4

1.8

0 20 40 60 80 100

自治会長など地区の役員からの情報共有

社会福祉協議会からの情報共有

地域住民から直接聞く

役場や社会福祉協議会などの各種事業や活動において把握

役場からの情報共有

地域包括支援センターからの情報共有

各種団体から直接聞く

その他 全体(n=55)

(％)

60.0

47.3

29.1

25.5

18.2

0 20 40 60 80 100

支援を必要とする人などの情報が得にくい

活動に必要な情報や専門知識が不足している

住民に情報提供する場や機会が少ない

活動が平常化しており、新たな活動や取り組みができない。

支援を必要とする人の要求、希望に応えられない場合がある 全体(n=55)

(％)
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その他の意見 

困っていること 

・地域住民の交流がないために活動困難 

・自治会未加入世帯の増加による支援対象者の把握困難、未加入者の苦情や協力が得られないこと 

要望 

・相談体制の充実、ネットワーク構築 

・ひとり暮らしの高齢者や気になる世帯への見守り 

 

④地域の中で特に支援が必要と思われる方 

「ひとり暮らしの高齢者」が７８.２％と最も高く、次いで「高齢者のみの世帯」の 

５６.４％となっています。 

地域の中で特に支援が必要と思われる方 

 
 

⑤読谷村に期待すること 

「住民に向けた地域福祉活動の啓発」が４５.５％と最も高く、次いで「福祉関係情報・

制度の提供」が４０.０％となっています。 

読谷村に期待すること 

 
  

78.2

56.4

36.4

32.7

32.7

25.5

25.5

21.8

20.0

1.8

0 20 40 60 80 100

ひとり暮らしの高齢者

高齢者のみの世帯

生活困窮世帯

高齢者や障がい者・児を介護している方

不登校、ひきこもりの方

認知症の方

ひとり親世帯

障がい者・児

子育て中の世帯

その他 全体(n=55)

(％)

45.5

40.0

30.9

27.3

25.5

25.5

21.8

21.8

5.5

3.6

1.8

3.6

1.8

0 10 20 30 40 50

住民に向けた地域福祉活動の啓発

福祉関係情報・制度の提供

研修制度など人材育成の支援

情報収集・発信への支援

地域での福祉学習活動への支援

活動上の相談体制の充実

各機関や団体等との交流機会の充実

各機関や団体等との連絡調整

活動資金の援助

活動場所の確保

活動に必要な備品の貸出し

その他

特にない 全体(n=55)

(％)
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（３）自治会 

①活動について 

日常生活で困っている住民への助け合い活動を行っている自治会は３１.３％、こどもの

登下校時の見守り、高齢者単独世帯への声掛けなどの活動を行っている自治会は８７.５％

となっています。 

日常生活で困っている人への助け合い活動 

 
 

見守り活動 

 

 

②活動をしていく中での課題や困りごと 

「リーダー育成が難しい」が８７.５％と最も高く、次いで「地区役員のメンバーが高齢

化してきている」が６８.８％となっています。 

活動の中で現在困っていること（上位５項目） 

 
 

③地域の中で特に支援が必要と思われる方 

地域の中で特に支援が必要と思われる方は、「ひとり暮らしの高齢者」が８７.５％と最

も高く、次いで「生活困窮世帯」が８１.３％となっています。 
 

31.3 68.8 

0 20 40 60 80 100

全体(n=16)

行っている 地区としては行っていない 無回答

(％)

87.5 12.5 

0 20 40 60 80 100

全体(n=16)

行っている 特に行っていない 無回答

(％)

87.5

68.8

50.0

37.5

31.3

0 20 40 60 80 100

リーダー育成が難しい

地区役員のメンバーが高齢化してきている

地区の付き合いが薄くなっている

活動が平常化しており、新たな活動や取り組みができない

地区役員のメンバーが仕事などで忙しく、活動が思うようにで

きない 全体(n=16)

(％)
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地域の中で特に支援が必要と思われる方

 
 

④自治会（公民館）の防災体制に関する課題 

・自主防災組織の未設立、活動が本格化していない、避難訓練の形骸化 

・防災活動を担うリーダーや役員の確保、平日、現役世代不在時の対応 

・住民の防災意識や組織づくり、協働への関心 

・防災に関する情報提供が十分でない 

・防災倉庫の備蓄品、自治会・避難場所の整備 

 

⑤役場や社会福祉協議会に期待すること 

役場への期待では「活動資金の援助」が６２.５％と最も高く、社会福祉協議会に期待す

ることでは「生活困窮者の支援に関すること」が８７.５％、次いで「高齢者の介護や見守

りに関すること」が６２.５％となっています。 

地域福祉活動を推進していく上で役場に期待すること（上位５項目） 

 

読谷村社会福祉協議会に期待すること（上位６項目） 

 

87.5

81.3

68.8

62.5

62.5

43.8

43.8

37.5

37.5

0.0

0 20 40 60 80 100

ひとり暮らしの高齢者

生活困窮世帯

認知症の方

高齢者のみの世帯

高齢者や障がい者・児を介護している方

障がい者・児

ひとり親世帯

子育て中の世帯

不登校、ひきこもりの方

その他 全体(n=16)

(％)

62.5

50.0

50.0

50.0

50.0

0 20 40 60 80 100

活動資金の援助

活動に必要な備品の貸出し

活動上の相談体制の充実

住民に向けた地域福祉活動の啓発

研修制度など人材育成の支援 全体(n=16)

(％)

87.5

62.5

56.3

43.8

43.8

43.8

0 20 40 60 80 100

生活困窮者の支援に関すること

高齢者の介護や見守りに関すること

障がい者の支援に関すること

災害時の対応に関すること

ひきこもりや孤立化した世帯への支援

あらゆる相談に応じること 全体(n=16)

(％)
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（４）社会福祉関係団体 

①連携団体との協力による地域福祉に関する活動について 

・家族学習会や専門家による講演会を通じた家族支援 

・相談内容に応じて、専門機関や支援機関へつなぐ連携体制、公的扶助・福祉サービス情報の提供 

・シルバー人材センターの会員募集に関する広報 

・世代間交流会やパークゴルフ交流会など、地域住民・ボランティアとの交流促進 

・防災視察研修を通じたボランティア団体の防災意識向上と地域の防災力強化 

・デイサービスとの交流、地域支え合い活動、放課後子ども教室など 

・他機関との情報共有に基づく相談支援や必要に応じて同行支援など 

 

②今後の連携・協力に向けた活動内容と課題 

・活動拠点・相談拠点の確保 

・若者支援・ひきこもり支援の強化 

・地域交流活動の継続が困難 

・高齢者の生活支援・見守りの充実 

・相談者が地域で自立できるよう、関係機関が連携した切れ目のない支援体制の構築 

 

③村民の日常生活上の課題 

活動を通じて、感じている村民の日常生活上の課題では支援が必要だが受け入れを拒む世

帯への関わりや支援」が最も高くなっています。 

活動を通じて感じる村民の日常生活上の課題や問題（上位４項目） 

 

 

④外国人就労者に関する課題や困りごと 

外国人就労者の生活全般で困っていること、不安なことついて把握している課題 

・各種行政サービス（役場での手続き） 

・住まい、生活（ゴミの出し方、交通手段など） 

・日本語、日本語教室、会話の理解度の低さ 

・医療（病院のかかり方、保険制度の理解など）  

 

 

  

57.1

42.9

42.9

42.9

0 20 40 60

支援が必要だが受け入れを拒む世帯への関わりや支援

住民の地域への関心の低さ・地域活動に協力する住民の少なさ

高齢者への関わりや支援

日常生活でのちょっとした困りごとへの支援
全体(n=7)

(％)
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⑤読谷村に期待すること 

地域活動を活性化するために、役場や社会福祉協議会が取り組むべきだと思うこととして、

「地域活動やボランティア活動を立ち上げるための情報提供の充実」「悩みごとや困りごと

の相談機能の充実」「小中学校と地域が連携した福祉教育の推進」がそれぞれ５７.１％と

高くなっています。 

役場や社会福祉協議会が取り組むべきだと思うこと（上位４項目） 

 
 

自由記述（役場や社会福祉協議会にお願いしたいこと） 

・相談支援体制の充実 

・地域の実態把握と現場との連携強化 

・広報・情報発信の強化 

・地域支援の継続的な協働体制の構築 

・制度活用と政策的視点の強化 

 

  

57.1

57.1

57.1

42.9

0 20 40 60

地域活動やボランティア活動への参加を促す活動の充実

悩みごとや困りごとの相談機能の充実

小中学校と地域が連携した福祉教育の推進

地域活動やボランティア活動を立ち上げるための情報提供の充実
全体(n=7)

(％)
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４ 住民座談会の開催 

（１）座談会概要 

読谷村地域福祉計画の策定にあたり、村民の地域福祉にかかる意見をより具体的に計画へ反

映し、また村民の主体による地域づくりに資する議論を行う場として、座談会を開催しました。 

 

～座談会 計画理念を元に５年後の読谷村の将来を想像する～ 

日時・場所 令和７年１０月１６日（木）１８:３０～２０:３０、村総合福祉センター２階 

参 加 者 一般参加者２５名、オブザーバー７名、福祉課、社会福祉協議会１４名 

当日の内容 事業趣旨、読谷村の現状説明、グループワーク、発表・共有 

グループワークのテーマ ①読谷村の良いところ、５年後の私と家族 

 ②暮らしの課題・困りごとの共有 

 ③課題に対して５年後のありたい姿を描く 

 ④ありたい姿に向けて、必要なこと、取組と役割分担 

 

（２）主な意見 

座談会では、地域福祉計画の概要や読谷村の現状について説明後、参加者が在住している小

学校区毎のグループに分かれて話し合いを行いました。グループワーク終了後に、参加者全体

で共有を図りました。住民から寄せられた主な意見は次の通りです。 

 

グループワークであがった暮らしの課題・困りごと（校区別の意見の一部を抜粋） 

■古堅小学校区 

○交通・移動 ：道が混む、交通の便が悪い 

○地域のつながり ：移住者が地域になじみにくい、無関心層が増加、気軽に相談できるところがない 

○高齢者 ：退職した高齢者の活躍の場がない 

○地域の担い手 ：地域活動への協力員不足、若い人が村外、県外に出ていく 

○施設・環境 ：社協の建物が古い、歩いていける公園が少ない 

■古堅南小学校区 

○地域のつながり ：アパートが増え、近所づきあいが少ない、独居世帯の見守りが必要 

○高齢者･障がい者 ：高齢者や障がい者の働く場・活躍の場が少ない、移動が難しく地域の集まりにいけない 

             障がい福祉サービスの計画相談員に繋がらない、学童や児童デイサービスが不足している。 

○情報 ：必要な世帯に情報が届かず、どこに相談したらいいか分かりにくい 

■読谷小学校区 

○交通・移動 ：バス停が遠く便数も少ない、通学範囲が広く送迎が必要、送迎車増加のため安全面が不安 

○居場所 ：中高生の居場所やこどもの遊び場が少ない、不登校の増加 

○住宅・生活環境 ：家賃の高騰、古い家の放置、空き家増加、近くにお店がない 

○高齢者･障がい者 ：高齢者の集いの場がない、就労先が少ない、障がい者が長く働けるような環境が必要 

■喜名小学校区 

○交通・移動 ：高齢者や障がい者が買い物や美容室に行けない、バス停まで遠い 

○居場所 ：高齢者やこども、障がい者が安心して過ごせる場所がない、居場所（ごちゃまぜ）がない 

○地域のつながり ：地域の子を育てる力の低下、地域での見守りで声かけが難しい 

  婦人会や老人会、青年会、こども会が少なくなってきた、地域活動参加へのきっかけ不足 

○地域の担い手 ：ボランティアする人が少なく、活動する方が役割をいくつもかかえている 
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渡慶次小学校区 

○交通・移動 ：車を持たない人の移動が難しい、交通手段が少ない、買い物難民の方がいる 

○安全 ：狭い農道の爆走、カーブミラーが少なく危険、シニアカーが安全に通れる道路の整備が必要 

○防災 ：防災活動と独居高齢者、外国人への支援、避難場所である公民館の整備が必要 

○居場所 ：放課後の居場所や安心して過ごせる公園や高齢者の行き場が少ない、公民館が遠い 

 

（３）各主体が担う役割 

共通課題への今後の取組について、各主体が担う役割や活動をテーマに意見交換を行いまし

た。 

特に意見の多かった「移動・買い物支援」「地域のつながりづくり」「居場所づくり」につ

いて、自助・互助・共助・公助の視点から、住民が考える活動内容や期待される役割は次の通

りです。 

 

①移動・買い物支援 

自分や家族（自助） 

困っている人へ声かけをする。「乗っていきますか?」「一緒に行きましょう」 

自分が困っていることを伝える。 

身近な高齢者の移動をついでに乗せる。 

ライドシェアで自家用車の提供をする。 

地域（互助） 

「乗ります／乗せます」マークを普及させる。 

公民館などを拠点とした送迎・乗り合いの実施、巡回ではなく目的別に集まる場所を増やす。 

公民館などの移動販売を増やす、移動販売がみんなに伝わるように LINE も活用する。 

道の草刈や整備で移動しやすさを向上させる。 

「歩く」イベントなどを多くする。 

事業所（互助） 

シェアタクシーや相乗りタクシーを運営する。 

運転代行やタクシーを活用したライドシェア事業。 

事業所が運転や福祉の知識を習得する。 

社会福祉協議会（互助・共助） 

「乗ります／乗せます」のシステムやマーク作成と普及を行う。 

地域の人材を掘り起こす。（チョイボラ） 

二種免許保持者による送迎ボランティアの促進。 

行政（公助） 

コミュニティバス（鳳バス）の小型化・増便・ルート・時間の見直しなどを行う。 

マイクロバス、学校バスの定期パス、デマンドタクシーの導入。 

コミュニティバスより小さな範囲での乗り合いの仕組みや枠組みを作る。 

「乗せます」活動への助成、その他移動支援に関する施策への財源負担。 

高齢者・障がい者向けの交通割引の充実。 

自転車無料レンタルの実施。 

高齢者の一人暮らし世帯への送迎支援。 

高齢者版ファミリーサポートのようなボランティア登録制度を作る。 
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②地域のつながりづくり 

自分や家族（自助） 

地域行事やイベントに参加し、顔なじみを増やす、身近な人から積極的に繋がる。 

ＳＮＳなどで地域の魅力を発信する。 

自治会に加入している人と関わってみる。 

地域（互助） 

人がつながり、世代を超えて輝かせる、若者が集まるようなイベントづくり。 

各自治会の活動をアピールする。自治会同士の交流会を行う。 

担い手発掘のため人財バンク的な要素を作る。 

事業所（互助） 

事業所と読谷村の将来を話し合い、資金を募る。 

事業所間の連携により、地域全体での見守りや支え合いの環境づくり。 

アイディアを形にするためのサポートやチャレンジを支援する。 

地域と関わるユースワーク、こども人財育成を考える場づくり。 

社会福祉協議会（互助・共助） 

個人や関連する分野をつなげる仕組みづくり。 

有償ボランティアの活用。 

地域イベントのサポート（人材確保）。 

若者にもわかりやすくお知らせＳＮＳを活用。 

行政（公助） 

人がつながる、地域がつながる、行政がつながる場や仕組みの構築。 

全員参加型のイベントや地域づくりの推進。 

自治会活動の支援（自治会費を支給）。 

 

③居場所づくり 

地域（互助） 

ごちゃまぜ居場所（歩いて参加できる場所）づくり。 

事業所（互助） 

高齢者や障がい者の活動や仕事に関する情報提供を行い、社会参加の機会を広げる。 

高齢者事業、障がい者事業への参加支援。 

社会福祉協議会（互助・共助） 

世代を超えてチャレンジできるサービスを増やす。 

行政（公助） 

高齢者が短時間でも働ける場所、B型事業所のような場所（農業など）を増やす。 

ゆいまーる事業のような地域の活動で働ける仕組みづくり。 

高齢者や障がい者の仕事、雇用について商工会と連携。 
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５ 第３次計画の取り組み状況 

 

基本目標１ 行動する村民・地域づくり 

（１）福祉意識の高揚 

①福祉教育の推進 

学校等での福祉教育の推進 

・小学生への福祉講話・体験、高校生への障がい理解のための交流を実施 

・特別支援教育推進のため特別支援教育支援員、特別支援教育専門員配置 

・学校での福祉体験、いもっ子Ｓｕｍｍｅｒ Ｓｃｈｏｏｌ実施 

・地域支え合い活動委員会での福祉体験実施 

社会教育等での福祉教育の推進 

・定期的な子育て相談の場（ゆんたく会）や子育て応援講座の開催 

 

②ふれあい活動・地域活動等の充実及び参加促進 

世代間交流の推進 

・学童クラブでの高齢者との交流会 

・放課後子ども教室（わんぱく広場）開催、わんぱく広場安全見守り隊の確保 

村民ぐるみによる「あいさつ声かけ運動」などの実践 

・朝のあいさつ運動継続 

・見守りサポーター新規発掘のための広報活動 

・「ながらパトロール隊」活動促進のためのグッズ制作 

ゆいまーる共生事業の充実 

・ゆいまーる共生事業へのレク用具の貸出事業 

地域での健康づくり活動の推進 

・健康づくりサポーターによる特定健診未受診者訪問 

地域との連携による介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

・福祉課包括支援センター、社会福祉協議会で調整会議実施 

・事業対象者や事業内容の改善への取り組み 

 

（２）互いに支え合う地域づくり 

①地域での支え合い活動による連帯意識の醸成 

「地域支え合い活動委員会」の活動拠点、活動エリアの周知 

・チラシ配布や広報誌を活用した周知 

・広報誌「支え合いよみたん」発刊 

「地域支え合い活動委員会」の体制づくり､活動展開への支援 

・社会福祉協議会職員、民生委員・児童委員、自治会職員、地域の有志等の参加による活動支援 

「地域支え合い活動委員会」の周知及び参加促進 

・転入者向けに自治会加入のチラシ配布 

・「地域支え合い活動委員会」のチラシ配布、広報誌「支え合いよみたん」、社会福祉協議会ＨＰを活用した周知 
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②民生委員・児童委員等各種ボランティア人材の育成確保 

地域の保健福祉人材の育成、支援 

・母子保健に関する健診、未受診者訪問、講演会の実施 

・健康づくりサポーター定例会開催、サポーター育成 

・村内福祉施設、事業所職員を講師とした体験学習、座学等の福祉教育 

・民生委員・児童委員活動の調整会議、活動ガイドブック作成 

ボランティアの育成及び活用 

・ボランティア養成講座、コーディネーターを中心にボランティア活動実施 

・音訳ボランティア・手話奉仕員養成講座、ボランティアコーディネート 

 

③災害対応等の充実 

要支援者に対する地域防災のための体制の充実 

・見守り協定締結事業所との情報共有 

・要援護者台帳記載者の現状確認 

 

基本目標２ 行動する村民・地域づくり 

（１）相談支援、情報提供等の充実 

①コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）等の充実 

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）・生活支援コーディネーター（ＳＣ）の配置及び資質向上 

・生活支援体制整備事業に生活支援コーディネーター（ＳＣ）を２名配置 

・資質向上のため各種研修参加 

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）・生活支援コーディネーター（ＳＣ）の周知と活動の充実 

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）・生活支援コーディネーター（ＳＣ）に関する情報発信 

 

②地域での相談支援拠点の確保 

 

③相談支援、情報提供の充実 

各種窓口等における相談対応の充実 

■健康推進課 

・親子健康手帳交付時の保健指導実施（全数）、リスクアセスメントシート、サポートプラン作成 

・住民健診後の家庭訪問や訪問指導等実施 

・（こどもの発達支援）心理師情報交換会発足、障がい児保育調査委員会設置 

・（ハイリスク妊産婦・若年等支援）助産師情報交換会、産後ケア施設との情報交換、連携 

・オンライン申請システム構築（公式ライン、ロゴフォーム） 

・（妊婦、子育て支援）産後ケア事業、乳児健診・相談の充実、個別の言語相談など 

重層的相談支援体制の整備 

・実施に向けた庁内研修会実施 

・複合的な問題のある個別ケースは、役場関係各課、社会福祉協議会で連携 

・心配ごと相談所の定期開設 

・関係機関との情報共有・連携 

・地域支え合い、民児協、自治会への繋ぎなど適切な援助支援サービス 
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■障がい福祉係 

・基幹相談支援センター（障がい福祉）の設置検討、令和８年に設置予定 

■福祉課、地域包括支援センター 

・総合相談窓口の周知 

・多様な相談に対応する三職種（社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員）配置 

■社会福祉協議会 

・心配ごと相談所の定期開設（法律、就労、飲酒問題に関すること） 

・必要な機関と意見交換及び調整 

広報等による情報提供の充実 

・健康情報、各種健診、児童虐待、ヤングケアラー、子育て支援に関する情報発信 

・講演会、講座などの情報を各種媒体で発信 

イベントなどの場や地域との連携による情報提供活動の充実 

・「よみたんけんこうまつり」開催 

苦情対応体制の充実 

・令和５年度から公式ＬＩＮＥに「みんなの声」を設置 

・投書箱と併せてご意見・要望のデータベース化、該当課による対応 

 

④生活困窮世帯への支援及び自殺対策の充実 

自殺の兆候がみられる人や生活困窮世帯の早期発見、相談・情報提供の充実 

・読谷村子ども家庭総合支援拠点「こども・家庭相談室」設置 

・６５歳以上の総合相談窓口周知 

・生活困窮世帯について支え合い活動委員会で情報共有、適時訪問による状況確認 

・パーソナルサポートセンターとの連携によるワンストップ相談会、家庭訪問、フードバンク物品提供など 

生活困窮世帯への支援 

・パーソナルサポートセンターや社会福祉協議会、障がい福祉等との連携 

・フードバンク活動の情報発信 

居場所づくりの推進 

・認知症カフェ、子育て支援センター、断酒会、地域活動支援センターなどの情報発信 

・一般介護予防事業「コーヒーシャープ」実施、令和５年度からよみたんオレンジカフェ（認知症カフェ）実施 

・障がい分野の講座開催、アルコールネットワーク支援会議、子育て分野の関係者共有会議 

就労に関する支援 

・パーソナルサポートセンター等との連携によるワンストップ相談会 

・就労相談窓口の開設、就職セミナー、合同就職説明会、就労マッチング 

・障害福祉係と就労部会会議、農福連携に関する情報共有 

 

⑤子どもの自立支援の推進  

子どものスキルアップを促す居場所づくり 

・生活困窮世帯などのこどもを対象にした自立支援プロジェクト、生活スキルアップ事業 

子どもたちを支援するネットワークづくり 

・生活困窮世帯のこどもについて、関係機関からの情報提供、連携、必要な支援の紹介や手続き 

就学援助制度の周知・普及 

・各種媒体を活用した就学援助制度の周知 

・児童生徒全員へ申請書とチラシ配布 

・範囲拡充（区域外就学）、申請書類簡素化、認定基準緩和 
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生活困窮世帯の子どもの学習支援 

・「生活困窮世帯の子どもの学習支援」（無料塾）の活用と情報提供、フードバンク食料品などの支援 

 

（２）住み良いむらづくりの推進 

①住環境のバリアフリーの充実 

バリアフリー環境の充実 

・都市公園で遊具更新時にユニバーサルデザインに対応 

・村内公共施設の新築時は「沖縄県福祉のまちづくり条例」に基づき実施 

移動支援の充実 

・読谷村外出支援サービス事業 

・ゆいまーる共生事業におけるタクシー送迎サービス 

・読谷村コミュニティバス（鳳バス）平日３ルート、休日１ルート合計４ルート運行 

・外出支援サービス事業、福祉バス、福祉車両（リフト機能付き車両）貸出事業 

 

②安心生活を支える基盤づくり 

新たな住宅セーフティネットへの対応の充実 

・令和５年度に空き家調査 

・令和６年度から「くらし部会」設置、関係機関と連携し、地域移行への取り組み検討、部会、ワーキング会議開

催 

・居住に関する課題の情報共有、検討会議、居住支援の必要な方へ情報提供 

在宅医療・介護連携の推進・充実 

・沖縄県中部地区医師会へ「在宅医療介護連携推進事業」の業務委託 

・医療介護の地域資源の把握と情報提供（おたすけマップ）、多職種による研修会 

 

（３）権利擁護等の充実 

①権利擁護制度の周知・利用促進 

成年後見制度の普及・利用促進 

・権利擁護への関する相談対応、情報発信、福祉関係団体への勉強会 

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の周知、啓発 

・日常生活自立支援事業利用までの間、必要な高齢者に福祉サービス利用手続き等の支援 

・必要数に応じた生活支援員確保 

・申立期間中の緊急時一時預かり支援事業 

 

②虐待防止に向けた取り組みの充実 

養育力の低下した家庭等への訪問型相談支援の実施 

・育児支援家庭訪問事業で把握した家庭に応じて、関係機関への連携及び情報共有 

・産後ケア、個別ケース会議、母子保健・児童福祉担当者間での合同ケース会議（定例開催）実施、サポートプ

ラン作成と支援内容検討 

虐待の早期発見・対応の充実 

・養護者または介護者（施設）による虐待の通報・相談への迅速対応、緊急一時保護の対応 

・要対協個別支援会議や担当者間での情報共有・連携、虐待の早期発見、予防、重篤化予防 

・個別のケース会議、要対協実務者会議、要対協個別支援会議、母子保健・児童福祉担当者間での合同ケース

会議（定例開催） 
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基本目標３ 取り組みを広げる仕掛けづくり 

①地域団体や福祉関連の当事者団体・事業所・ＮＰＯ等との連携強化 

各種地域団体の充実及び連携強化 

・読老連やゆいまーる共生事業実施自治会との意見交換会 

・社会教育関係団体で合同ミーティングの定期開催 

・村内２４自治会へ地域振興交付金交付 

・自治会の行政事務委託契約、村民への行政情報提供、むらづくりへの参画及び地域福祉、防災活動推進 

福祉関連団体・事業所・ＮＰＯ等との連携強化 

・こどもやその家庭への支援に関して、パーソナルサポートセンター、社会福祉協議会、障がい福祉委託相談員

等の関係機関と連携及び情報共有 

・居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に、事業計画に基づき、「ケアマネ情報交換会」実施、地域包

括支援センターと介護支援専門員、介護支援専門員同士の情報交換と各種研修会実施 

・福祉団体主催の行事へボランティアコーディネートや連携に向けた調整会議 

支え合いの仕組みと地域包括ケアシステム構築のための各層福祉圏域協議体との連動 

・第１層村全体、第２層中学校区、第３層小学校区の協議体開催 

・行方不明者捜索事務局マニュアルの検討、作成 

・見守り協定事業所との情報交換、行方不明事案発生時捜索活動への協力依頼 

 

 

６ 現行計画評価 

（１）目標達成状況 

項目 
目標値 

（令和７年度） 

実績 

令和７年度 令和２年度 平成２７年度 

「福祉」に関心のある村民の割合 ２０.３％ ７.８％ １４.０％ ２０.３％ 

「地域支え合い活動委員会」にボラン

ティアとして参加してみたい方の増加 
４３.０％以上 ２７.８％ ３０.６％ － 

重層的支援体制事業による中圏域で

の相談体制の整備 
２箇所 － ０箇所 － 

成年後見制度の認知度 ３０.０％ ３１.９％ ２８.３％ － 

「読谷村社会福祉協議会」の活動内容

を知っている人の割合 
３０.１％ ２５.０％ ２７.０％ ３０.１％ 

「地域福祉計画」の認知度 ２.６％ １.６％ ２.０％ ２.６％ 

 

 

  



61 

７ 課題の整理 

（１）基本目標１ 行動する村民・地域づくり 

①世帯の状況 

本村では、総人口・総世帯数ともに増え続け、令和７年１月の総人口は４２,２８９人と

なっています。年齢３区分別でみると老年人口（６５歳以上）の増加割合が高く、高齢化率

は２３.５％です。高齢者単独世帯数も増加し、平成１７年から令和２年の１５年間で約２倍

の１０.２％となっており、今後はさらに高齢者単独世帯が増えることが予想されます。各調

査や住民意見においても「ひとり暮らし高齢者」に関する見守りの必要性が多く指摘されて

います。 

②住民の意識 

読谷村の地域福祉は、「地域支え合い活動委員会」や「ゆいまーる共生事業」といった地

域を基盤とした取組を中心に推進されてきましたが、近年では、地域活動の担い手不足やコ

ミュニティの希薄化が深刻化しています。 

地域活動の中核となる自治会では、加入率が５割を下回り、住民調査結果では一定数の住

民が加入の必要性を感じていないと回答しています。 

また、「地域支え合い活動委員会」や「民生委員・児童委員」などの地域福祉を支える重

要な仕組みについても、多くの住民が認識しておらず、住民の地域福祉への関心低下と地域

活動への参加低迷が表れています。これらは住民のライフスタイルや価値観が多様化してい

ることに加え、地域福祉活動の重要性や魅力が住民に伝わらず、「自分事」として捉えにく

くなっているという状況だと考えられます。 

③地域福祉に関する体制づくり 

村や社会福祉協議会の体制づくりの面では、地域活動全般の継続性を確保するための担い

手育成・活動推進の仕組みが十分に浸透・活用されていない現状も見られます。 

「地域支え合い活動委員会」や高齢者の居場所づくり、自立支援につながるサービスなど、

地域の中で継続的に支え合える環境づくりについては、地域の実情に応じた体制整備が必要

です。 

また、住民や自治会への調査結果では、災害に対する意識の低さや災害対応の体制整備も

十分に進んでいない状況がみられます。 
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（２）基本目標２ 利用しやすい福祉基盤づくり 

①相談支援・情報提供 

福祉的支援を必要とする村民に対しては、それぞれの状況に応じた包括的な支援が行える

よう、専門職の配置と資質向上、基幹相談支援センター設置の検討など着実に進めています

が、「制度の狭間にあるニーズ」や「多様化する福祉ニーズ」への対応といった課題も存在

しています。 

一方で、支援を拒否する世帯やひきこもりなど、既存の支援体制では繋がりを維持するこ

とが困難な「支援困難ケース」も存在し、アウトリーチの在り方を含めた相談支援体制の高

度化が課題となっています。 

情報の面では、多くの住民が福祉情報を入手できていない現状が浮き彫りになり、村全体

として情報提供不足が課題となっています。 

②生活困窮世帯への支援及び自殺対策 

住民の不安要因としては、健康に次いで経済的な不安が多くみられます。今後は、困窮世

帯の増加も予想され、潜在的な困窮世帯を含み、適切な対応ができる取組が必要と考えられ

ます。 

住民調査及び読谷村の「地域自殺実態プロファイル（２０２５）」では、住民が深刻な事

態に至る原因として、家庭・職場・経済面における複合的な困難が背景にある可能性が示唆

されており、支援が必要な人へ情報を適切に届けるとともに、心身の健康を支える仕組みを

整えていくことが必要です。 

③居場所づくり 

住民への調査や住民座談会では、こどもから高齢者まで幅広い世代に居場所づくりが求め

られています。特に高齢者の就労や高齢者の力を活用した地域福祉の推進に関する意見も多

くみられます。居場所づくりを推進するとともに、必要としている人に必要な情報を届ける

仕組みづくりも重要です。 

④移動支援 

住民座談会や各調査では、車を持たない高齢者や障がい者などの移動支援、買い物支援に

関する意見が多く挙がっています。 

 

（３）基本目標３ 取り組みを広げる仕掛けづくり 

調査結果では、関連機関や団体の情報交換や連携、ネットワーク構築が求められています。 

あわせて、住民に対する情報提供の必要性が示されていることから、地域のニーズや地域

資源の可視化、情報共有、地域ネットワーク強化に取り組む必要があります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 基本的な考え方 
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１ 計画の理念 

（１）読谷村の地域福祉のあるべき姿 

読谷村は、地域社会における関係の濃密さや結び付きが、沖縄県の中でも特に強い地域と言

えます。これは、米軍基地の存在により居住地を奪われた住民が、旧来の繋がりの中で生み出

してきた豊かで創造的な地域づくり・むらづくりの成果と言えます。  

読谷村のむらづくりは、“自治会”を基盤に取組を行ってきており、福祉行政についても

「ゆいまーる共生事業」に代表されるように、住民参加による自主的福祉活動に重点を置きな

がら展開を図ってきました。本村の自治会は、出自（生まれた土地・血縁関係などにより繋

がっている関係）をベースとした属人的自治組織であるため、住民同士の濃密な絆・共同体

ネットワークとして存在することが特徴と言えますが、価値観が多様化する中で自治会への加

入率低下も進んでおり、相互扶助機能の弱体化が懸念されています。  

自治会への加入・未加入の問題は一朝一夕に解消できない課題ですが、一方で、「地域支え

合い活動委員会」の取組に見られるように、“支え合い活動を行うエリア”（行政区域でカ

バーすべき範囲）を明確化し、加入・未加入を問わず、顔の見える範囲で互いに支え合う福祉

コミュニティの基盤が構築されつつあります。  

福祉のむらづくりを進めるにあたっては、こどもから高齢者まで障がいなどの有無にかかわ

らず、全ての方が住み慣れた地域において、人としての尊厳を持ち、その人らしい自立した生

活を送ることができる地域社会の形成が必要となります。また、一人ひとりが地域福祉推進の

担い手としての自覚を持ち、困っている人に対し自らのできる範囲で互いに支え合うことが大

切です。  

“人と人との繋がり”や“互いの支え合い”が本村の地域づくり・むらづくりに大いなる成

果をもたらしてきたことを礎に、地域に暮らす誰もが繋がり、支え合う地域社会を読谷村の地

域福祉のあるべき姿とします。 

 

（２）計画の理念 

 本村は、村民・福祉関係者・行政等の連携体制のもと、新たな福祉共同体のネットワーク構

築を図り、そのネットワークを中心として次の時代の“福祉のむらづくり”を進めていくこと

とし、計画の理念を以下の通りとします。  

 

こどもからお年寄りまで、皆で支え合い、共に生きるむらづくり 

一人ひとりが、何か一つ“自分のできることをできる時にできる範囲で” 
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２ 基本目標 

先に示した計画理念の実現に向け、取り組むべき基本目標を以下のように位置付けます。 

 

（１）基本目標Ⅰ 地域福祉を担うひとづくり  

地域福祉の主役である村民一人ひとりが、地域の課題を「我が事」として捉え、主体的に

関わることができるよう、福祉の心の醸成と人材育成を推進します。 

学校教育や地域活動を通じた世代間交流や福祉教育を充実させ、若い世代から高齢者まで

が共に学び、支え合う意識を高めます。 

また、民生委員・児童委員やボランティア、支え合い活動委員会の担い手を育成するとと

もに、村民全体が『自分のできることをできる時にできる範囲で』を実践できる環境を整え

ます。 

 

（２）基本目標Ⅱ 支え合いのむらづくり  

「自治会を基盤とした読谷村独自のゆいまーる精神を礎に、住民同士が顔の見える範囲で

ゆるやかにつながり、支え合う福祉コミュニティを構築します。支え合い活動委員会やゆい

まーる共生事業を核として、日常生活の中での安否確認や声かけ、ゴミ出し支援などのイン

フォーマルな助け合いを活性化させます。 

誰もが役割を持ち、安心して過ごせる居場所づくりや社会参画をはじめ、移動が困難な方

への支援や孤立防止など地域全体で生活を支える基盤を強化します。 

 

（３）基本目標Ⅲ 包括的支援体制の整備  

制度の狭間にある課題や、生活課題の多様化・複雑化に対応するため、分野ごとの縦割り

を越えた包括的な支援体制を整備し、関係機関が緊密に連携して複合的な課題を抱える世帯

を早期に発見・支援につなげます。 

また、コミュニティソーシャルワーカーや相談支援拠点の機能を充実させ、伴走型の支援

を行うことで、誰一人取り残さない地域共生社会の実現をめざします。 
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なお、本計画では、持続可能でよりよい世界を目指して２０３０年までに達成すべき「持続

可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を意識した施策の推進を図ります。 

ＳＤＧｓは「誰一人取り残さない」、「もっとも取り残された人には最初に手を差し出す」

を理念に掲げており、本村が目指す地域福祉のあり方と一致しています。 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

 

 目標１[貧困] 
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終

わらせる 

  目標２[飢餓] 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄

養の改善を実現し、持続可能な農業を

促進する 

 

目標３[保健] 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進する 

 

 

目標４[教育] 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高

い教育を確保し、生涯学習の機会を促

進する 

 

目標５[ジェンダー] 
ジェンダー平等を達成し、すべての女

性及び女児のエンパワーメントを行う 

 

 

目標６[水・衛生] 
すべての人々の水と衛生の利用可能性

と持続可能な管理を確保する 

 

目標７[エネルギー] 
すべての人々の、安価かつ信頼できる

持続可能な近代的なエネルギーへのア

クセスを確保する 

 

 

目標８[経済成長と雇用] 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びす

べての人々の完全かつ生産的な雇用と

働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する 

 

目標９[インフラ、産業化、イ
ノベーション] 
強靭（レジリエント）なインフラ構

築、包摂的かつ持続可能な産業化の促

進及びイノベーションの推進を図る 

 

 

目標１０[不平等] 
国内及び各国家間の不平等を是正する 

 

目標１１[持続可能な都市] 
包摂的で安全かつ強靭（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住を

実現する 

 

 

目標１２[持続可能な消費と生
産] 
持続可能な消費生産形態を確保する 

 

目標１３[気候変動] 
気候変動及びその影響を軽減するため

の緊急対策を講じる 

 

 

目標１４[海洋資源] 
持続可能な開発のために、海洋・海洋

資源を保全し、持続可能な形で利用す

る 

 

目標１５[陸上資源] 
陸域生態系の保護、回復、持続可能な
利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処ならびに土地の劣化の
阻止・回復及び生物多様性の損失を阻
止する 

 

 

目標１６[平和] 
持続可能な開発のための平和で包摂的
な社会を促進し、すべての人々に司法
へのアクセスを提供し、あらゆるレベ
ルにおいて効果的で説明責任のある包
摂的な制度を構築する 

 

目標１７[実施手段] 
持続可能な開発のための実施手段を強

化し、グローバル・パートナーシップ

を活性化する 

 

 

 

出典：パンフレット「持続可能な開発目標（SDGs）と日本の取組」（外務省）
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/SDGs_pamphlet.pdf）  
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３ 施策体系 

基本目標を実現するための施策の体系を以下のように位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

支
え
合
い
の
む
ら
づ
く
り 

 

基
本
目
標
２ 

（１） 

健康・生きがいづくりの推進 

健（検）診体制の強化と健康づくりの推進 

介護予防・生きがいづくりの促進 

こどもからお年寄りまで、皆で支え合い、共に生きるむらづくり 

一人ひとりが、何か一つ“自分のできることをできる時にできる範囲で” 

（２） 

福祉教育の充実 

（１） 

互いに支え合うむらづくり 

（２） 

住みよいむらづくり 

（３） 

安心して暮らせるむらづくり 

（１） 

情報提供の充実 

（３） 

包括的な相談支援体制づくり 

 

包
括
的
支
援
体
制
の
整
備 

 

基
本
目
標
３ 

 

地
域
福
祉
を
担
う
ひ
と
づ
く
り 

 

基
本
目
標
１ 学校や地域における福祉教育の実施 

思いやり・共生の意識向上 

多様な場を活用した福祉学習機会の提供 

基本目標 基本施策 主な取り組み 

（３） 

ボランティアの育成・支援 

ボランティア参加促進と周知強化 

ボランティア人材の発掘・育成とスキル向上支援 

コーディネート機能の体制整備 

（４） 

専門機関・関係機関との連携強化 

（２） 

成年後見制度の利用促進 

地域支え合い活動の推進 

民生委員・児童委員の活動支援 

自治会活動の推進  

安心できる居場所づくり（居場所・居住サポート） 

移動支援・買い物支援 

災害に備えた仕組みづくり 

地域ぐるみの防災力向上と共助体制の強化 

多様な媒体を活用した情報発信の強化 

地域の場を活かした広報・啓発活動の充実 

相談支援体制の充実 

社会参加と自立支援 

関係機関・地域連携による支援ネットワーク強化 

成年後見制度の周知と利用促進 

後見支援体制の整備と権利擁護の強化 

後見人・支援人材の確保と育成 

地域・団体・事業所との協働によるネットワーク強化 

専門機関との連携と多職種協働体制の強化 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の展開 
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１ 基本目標１ 地域福祉を担うひとづくり 

施策１ 健康・生きがいづくりの推進 

【現状・課題】 
アンケートの調査結果によると、住民の最大の関心事は「健康」であり、「家族の健康」や

「自分の健康」が困りごとや不安のトップに挙げられています。特に６０代以上では「自分の

健康」に対する不安がさらに高まる傾向にあります。 

本村では、特定健診の受診勧奨や、健康づくりサポーターによる地域活動や「よみたんけん

こうまつり」を開催し、働き盛り世代から高齢者まで幅広い層へ健康情報の提供や体験の場を

提供しています。一方で、健康づくりサポーターなどのボランティア人材の高齢化が進み、新

たな担い手の確保が難しくなっています。また、特定健診の受診勧奨のための戸別訪問では、

身分を示しても拒否される傾向が増えており、活動が難しくなっています。 

また、高齢者の閉じこもり防止や社会的孤立の解消を目的に、「わんからデイサービス」に

て、レクリエーションや野外活動、地域交流、健康チェックを提供しています。 

住民ボランティアが中心となる「生き活きクラブ」では体操などが行われていますが、活動

を支えるボランティアや地域リーダーの育成が急務となっています。 
 

【今後の方向性】 
健康・生きがいづくりの取組は、福祉サービス提供の前段階として、人々が健康であること

が重要なポイントとなります。健康づくりと介護予防の輪を広げ、村民一人ひとりが心身とも

に健やかに暮らしていくことのできる環境づくりを進めます。 
 

【主な取組】 

住民の取組 

①健康に対する意識を高め、生活習慣病予防など、健康づくりに努めましょう。 

②健康診断・特定健診を受診しましょう。 

③地域の健康づくりに関するイベントなどに参加しましょう。 

④読谷村総合福祉センターで実施されている生きがいサークルに参加しましょう 

 

地域・関係団体の取組 

①行政と連携して健（検）診の受診勧奨を地域内で行いましょう。 

②公民館を活用し、ゆいまーる共生事業の取組を促進しましょう。 

 

  



68 

 
 

社会福祉協議会の取組 

在宅老人の心身機能の維持向上と生きがいづくりや母子保健事業での広場活用と、高齢者や障が

い者と健常者が共に生き、共に支えあう読谷村生き活き健康センター管理運営事業を継続して実

施します。 

読谷村生き活き健康センターを拠点として 

①在宅で生活する高齢者の心身機能の維持向上と生きがいづくり 

②母子保健事業（健診、健康相談など） 

③地域住民がつながる活動拠点として事業の実施 

 

 

行政の取組 

【健康推進課】 

①ライフステージに応じた健（検）診を実施するとともに、引き続き、各種がん検診や乳幼児健診で

の歯科指導の強化など、健（検）診体制を強化します。 

②人生１００年時代の安心の基盤は「健康」であるとの認識をもち、地域団体と連携し、健（検）診受

診率向上に取り組みます。 

③「健康づくりサポーター」を地域に配置し、健（検）診の受診勧奨のための家庭訪問をおこない受

診率アップに努めます。 

④コミュニティ FM による健康づくり広報番組をはじめ、健康づくりポイント制度や公民館での健康教

育、各種講座などを通し、引き続き、健康意識の向上に取り組みます。 

【福祉課】 

⑤行政区域における住民の参加に向けた事業周知などの取り組みや、新たなボランティアの確保・

育成など、本村で３０ 年以上続いている「ゆいまーる共生事業」について、事業の再周知と参加

促進に向けた取組を実施します。 

⑥地域支え合い活動委員会の取組などの活用も含め、生きがいづくりや介護予防につながる健康

づくりなどを地域と連携して推進します。 
 
 

【活動指標】 

・特定健診受診率 

・日常生活動作が自立していない期間の平均 

・健康増進センター利用者数 

  

地域福祉活動計画 

地域福祉計画 
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施策２ 福祉教育の充実 

【現状・課題】 
関係団体調査結果では、地域福祉推進のために「小中学校と地域が連携した福祉教育の推進」

を求める声が５０.０％に達しています。 

本村では、小中学校での福祉体験学習や、高校生向けの認知症サポーター養成講座を通じて、

次世代の支え手育成を図っています。また、放課後子ども教室（わんぱく広場）などの活動を

通じて、地域の見守りや交流の場が広がっています。 

社会福祉協議会では、福祉教育推進校（保育所～高校）を指定、助成を行い、特に小学校 4

年生を対象とした福祉講話・体験や、読谷高校での障がい者理解を目的とした交流授業サポー

トを行っています。 

また、中高生を対象とした「いもっ子Ｓｕｍｍｅｒ Ｓｃｈｏｏｌ」を開催し、福祉を学ぶ機会を提供しています

が、一部の教育施設からは「福祉教育推進校」のニーズがないなど、福祉教育の必要性を全ての教育

現場へ十分に伝えきれていない現状があります。 

 

【今後の方向性】 
地域の福祉課題に着目して、それを学習素材として、児童・生徒、村民・企業に対し、人権

教育、生涯学習等の機会を通して、自分たちが住む地域の問題を知り、気づき、行動すること

を支える取組を推進します。 

 

【主な取組】 

住民の取組 

①お互いの違いを認め合い、相手への理解を深めましょう 

②行政や社会福祉協議会が行う各種教室・体験学習などに参加し、福祉に対する理解を深めてい

きましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

①地域において気づきや福祉への関わりを考えることに繋がる福祉教育を推進しましょう。 

②小中学校と連携し、地域のこどもたちが福祉を学ぶ場（福祉体験学習など）の受け入れや協力を

行いましょう。 
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社会福祉協議会の取組 

①小中学生、高校生へのプログラム化された福祉学習に取り組みます。  

②こどもからお年寄りまで、世代を超えて福祉について学び交流する場づくりを行います。  

③公民館や企業へ出向き、さまざまな場所で福祉について学ぶ機会をつくり、福祉教育に協力い

ただける事業所、施設数の増加を図ります。 

④保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校と読谷村社会福祉協議会が連携し

て行っている「読谷村福祉教育推進校（園）指定事業」の継続的・計画的実施を促進し、車いす

やアイマスク体験、障がい者による講話などの継続的な実施を図り福祉意識の高揚に努めま

す。 

 

 

行政の取組 

【生涯学習課、学校指導課】 

①道徳や特別活動、総合的な学習の時間の中で、思いやりの心の育成や福祉の視点を取り入れ

た学習を展開していきます。  

②村民に福祉活動への関心を深めてもらうため、生涯学習講座などに、福祉に関する内容を盛り

込みます。 

【教育委員会】 

③教育委員会が取り組んでいる「朝のあいさつ運動」や「やさしさの声かけ運動」を充実させ、地域

の子は地域で育てる意識の向上と、地域住民間の信頼関係を構築していきます。 

 

【活動指標】 

・福祉教育体験学習回数 

・地域向けの福祉教育の実施回数 

  

地域福祉活動計画 

地域福祉計画 
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施策３ ボランティアの育成・支援 

【現状・課題】 
アンケートの調査結果によると、地域支え合い活動委員会へのボランティア参加について

「時間があえば参加してみたい」と回答した人が約２４.５％存在します。一方、「どんな活

動があるのか情報が入ってこない」という割合も一定数存在し、活動ニーズと参加希望者の

マッチングがうまくいっていない現状があります。 

本村では、中学校区ごとにボランティアコーディネーターを配置し、地域と学校をつなぐ活動を

支援しています。 

また、３０年以上にわたる「朝のあいさつ運動」や、地域の見守りを担う「ながらパトロー

ル隊」の活動促進を行っています。 

社協の取組として、音訳ボランティアや手話奉仕員の養成講座を開催しています。また、ボ

ランティアセンターを運営し、人材の登録・コーディネートや、活動助成金の交付を行ってい

ますが、ボランティア養成講座などの取組について、住民への周知が十分に伝わっていない現

状があります。 

 

【今後の方向性】 

ボランティア活動を「奉仕」ではなく「自身の生きがいや健康づくり」として捉え直す「自

分事」の視点を普及させ、特定の個人に負担を集中させないよう、「無理のない参加」ができ

る仕組みづくりと、地域資源の可視化（情報の見える化）を進めます。 

 

【主な取組】 

住民の取組 

①地域にどのようなボランティアがあるか調べてみましょう。 

②公民館を拠点としたゆいまーる共生事業に参加しましょう。 

③行政や社会福祉協議会が行うボランティア養成講座に積極的に参加しましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

①地域にどのような人材がいるのかを把握し、行政や社会福祉協議会と情報を共有しましょう。 

②ゆいまーる共生事業の活動を促進しましょう。 

③読谷村ボランティア連絡会に参加し、交流・情報共有しましょう。 

 

 

社会福祉協議会の取組 

①音訳ボランティアや手話奉仕員のスキルアップのための講座を継続して行います。 

②広報を強化し多くの人にボランティア活動について周知します。 

③企業や専門職経験者等へ積極的に呼びかけてボランティア育成の協力者を確保します。  

④専任ボランティアコーディネーターの配置を行い、ボランティアニーズを把握するためにニーズ調

査を行い、ボランティアのコーディネートを行います。 

地域福祉活動計画 
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⑤ボランティアセンター機能の村民への周知を積極的に行います。 

⑥ボランティアを必要とする方とボランティアをしたい方のマッチングがスムーズにいくようＬＩＮＥな

どを活用した連絡体制を構築します。 

⑦「地域支え合い活動委員会」などを通し、ボランティア人材の発掘・育成に努めます。 

⑧読谷村ボランティア連絡会を定期的に開催し、交流や情報交換を行い、団体相互の連携に努め

ます。 

 

 

行政の取組 

【福祉課】 

①「ゆいまーる共生事業」の周知や、自治会加入、未加入に関わらず参加しやすい雰囲気づくりを

行い高齢者や心身障がい者の利用を促進し、地域住民の「ゆいまーる共生事業ボランティア」

への参加促進を図ります。  

②福祉に関わりたい人がボランティアなどに関わるきっかけとなるよう、「（仮）読谷村福祉肝心（ち

むぐくる）塾」の立ち上げを検討します。 

【生涯学習課】 

③各中学校区のコーディネーターがボランティアとスムーズに連携できるように、日頃より顔が分

かる関係性づくりに取り組みます。 

④地域のこども達を地域住民で見守り・育む環境づくりを行う中で、学校支援地域ボランティア、学

習支援アドバイザーに協力できる地域人材の育成及び活用を図ります。   

 

【活動指標】 

・ボランティア団体数、人数 

・ボランティア養成講座の参加者人数 

 

  

地域福祉計画 



73 

２ 基本目標２ 支え合いのむらづくり 

施策１ 互いに支え合うむらづくり 

【現状・課題】 
住民へのアンケート調査結果では、半数以上が「地域支え合い活動委員会」や「民生委員・

児童委員」を認識していないという結果が示されました。 

さらに、民生委員・児童委員への調査結果では、約６割が個人情報や地域交流の減少が障壁

となり「支援を必要とする人の情報が得にくい」と回答しており、地域の実態把握が難しく

なっています。 

本村では、村内２４の全自治会を拠点とする「地域支え合い活動委員会」の設置を推進し、

生活支援コーディネーターを配置して、地域課題の解決を支援しています。また、民生委員・

児童委員の活動支援として、活動ガイドブックの作成や調整会議の開催など、活動しやすい環

境づくりにも取り組んでいます。 

社会福祉協議会の取組として、２４自治会の「地域支え合い活動委員会」へ職員が参加し、

住民の気づきを適切なサービスに繋げるための助言や他地域の事例共有などを行っていますが、

生活支援コーディネーターやコミュニティソーシャルワーカーの連携に加え、他機関との連携が

課題となっています。 

 

【今後の方向性】 
生活支援コーディネーターとコミュニティソーシャルワーカーの役割を整理し、地域が自ら

の力で問題を解決できる「地域力」を高めることができるよう、行政や社会福祉協議会が「伴

走型」の支援を行い、地域のリーダー育成と可視化（地域カルテの作成）を推進します。 

 

【主な取組】 

住民の取組 

①地域の民生委員・児童委員を把握しましょう。 

②地域支え合い活動委員会に参加しましょう。 

③自治会活動の重要性を理解し、自治会へ加入しましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

①「地域支え合い活動委員会」の取組に参画できる人材を発掘しましょう。 

②多世代が参加、交流できるイベントを開催するなど自治会づくりをしましょう。 

③自治会未加入者に対して、行政・社会福祉協議会と連携し、自治会加入促進に努めましょう。 
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社会福祉協議会の取組 

①地域支え合い活動について、地域住民や福祉施設・企業への周知、参加の機会を提供します。 

②地域支え合い活動委員会の担い手の育成・確保や持続的・自立的な委員会の運営を行います。  

③コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）や生活支援コーディネーター（ＳＣ）の配置や地域福祉圏

域での取組を推進します。 

④住民が抱える困りごとを早期に発見し、解決につながるネットワークをつくります。  

⑤「朝のあいさつ運動」「ながらパトロール隊」などを通して、地域とつながる関係性づくりを推進しま

す。 

 

 

行政の取組 

【福祉課】 

①村全域で結成された「地域支え合い活動委員会」を中心に、引き続き、日ごろからの見守りや支

え合いの関係づくりに取り組みます。  

②活動の裾野を広げるため、「地域支え合い活動委員会」の取組に参画できる人材を発掘していく

など、村民への働きかけを行います。  

③福祉的支援を必要とする村民に対し、それぞれの状況に応じた包括的な支援が行えるよう、各種

調整機能の中心となるコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）及び生活支援コーディネーター（Ｓ

Ｃ）の配置を継続・充実します。 

④地域に密着した福祉の担い手である民生委員・児童委員の負担軽減に向け、引き続き、活動支

援につながる実践的なプログラムを導入した研修実施に努めるとともに、関係団体と連携し、活

動計画の作成・実践に取り組みます。 

【住民年金課 総務課、企画政策課 福祉】 

⑤移住者が地域に溶け込めるよう、転入窓口において自治会加入チラシの配布を継続し、対象とな

る自治会の情報を知らせていくとともに、「地域支え合い活動委員会」についても情報提供を行い

ます。 

 

【活動指標】 

・自治会加入数、加入率 

・民生委員・児童委員数、充足率 

・地域カルテ作成数 
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施策２ 住みよいむらづくり 

【現状・課題】 
住民アンケートでは、「住民が気軽に立ち寄れる拠点の整備」を望む意見が４８.５％と高

く、特に高齢者の活躍の場が求められています。住民座談会では、新しくできた図書館（ゆん

ラボ・未来館）は、高齢者も楽しめる居場所として評価されています。 

買い物などの交通の利便性に関しては、古堅小校区で満足度が高い一方で、渡慶次小校区で

は半数以上が不満を感じるなど、地域差が顕著に表れており、自家用車を持たない高齢者が買

い物や通院、地域活動へ参加するための交通手段（コミュニティバスの増便や送迎ボランティ

アなど）の確保が、健康的な生活の前提条件として挙げられています。 

本村では、高齢者の閉じこもり防止を目的とした一般介護予防事業「コーヒーシャープ」や、

認知症の方と家族が交流できる「よみたんオレンジカフェ」、子育て世代が気軽に参加できる

リサイクル会（ゆんたく会）を定期開催しています。 

社会福祉協議会では、「わんからデイサービス」や長期休暇中の公民館を拠点とした「こど

もの居場所キャラバン隊」などの居場所づくりを実施しています。 

移動支援では、コミュニティバス（鳳バス）の４ルート運行に加え、歩行困難な高齢者・障

がい者を対象とした「読谷村外出支援サービス」を行うほか、福祉車両（リフト車）の貸出事

業を行い、移動手段の確保を支援しています。 

令和６年度からは「くらし部会」を設置して、地域移行への取組や居住課題の情報共有をし

ています。また、居住支援が必要な方への情報提供も行っています。 

 

【今後の方向性】 
不動産関係事業者との連携強化による居住支援、コミュニティバス（鳳バス）「読谷村外出

支援サービス」の維持・継続により、住みよいむらづくりに努めます。 

 
【主な取組】 

住民の取組 

①鳳バスや公共交通を積極的に利用しましょう。 

②移動販売を利用しましょう。 

③地域にどのような居場所があるかを知りましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

①障がいのある人や高齢者、生活困窮などにより住宅に困窮する方の生活の場を確保するため、

地域の空き家の状況などについて、行政をはじめ民間事業所とも情報共有しましょう。 

②自治公民館を移動販売拠点として利用するなど検討しましょう。 

③自治公民館を住民の交流拠点として利用しましょう。 
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社会福祉協議会の取組 

①地域住民や関係機関団体などあらゆる関係者が、つながり、気軽に集うことのできる地域カ

フェ・地域食堂（地域の居場所）づくりを継続します。 

②高齢者や障がい者の生きがいと社会参加を促進するため、移動支援車両（リフト車両）の運行

の継続・充実を図ります。  

③高齢者などの生きがいづくり活動や福祉団体の研修・交流会実施時の移動支援として活用され

ている福祉バスの貸し出し事業について、社会福祉関係団体などへの周知・活用促進を図りま

す。  

 

 

行政の取組 

【都市計画課】 

①住宅困窮世帯などの住宅要確保要配慮者へ低廉な村営住宅の提供をはじめ、関係機関などと

連携し、民間賃貸住宅など民間活力を活用した施策の検討を行います。 

【都市計画課】 

②放課後のこどもたちの安全安心な居場所づくりのため、多様な体験・活動ができるよう、公民館

を活用した「わんぱく広場」を実施・拡充するとともに、安全見守り隊の発掘・育成を図ります。  

【学校指導課、生涯学習課】 

③休日における部活動の「地域展開」への対応について、学校と連携して検討します。 

【生活環境課】 

④交通弱者になっている村民に対し安定的な公共交通サービスを提供するため、利用実態調査を

はじめ、車両や運行形態など費用対効果を勘案しながら、今後の鳳バスの方向性について検討

を進めます。 

 

【活動指標】 

・こどもの居場所 

・生活困窮者村営住宅供給戸数 

・福祉バスの貸出回数 

・福祉車両（リフト機能付き軽自動車）貸出回数 

・鳳バス運行本数・利用者数 
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施策３ 安心して暮らせるむらづくり 

【現状・課題】 
アンケートの調査結果によると、住民が地域組織に期待することとして、「災害や緊急事態

が起きたときの対応（60.2％）」が最も高く、また、約８割の住民が「災害への備えが不十

分」と感じており、避難場所を「知らない」と回答した住民も３割を超えています。特に自治

会未加入者への情報伝達が課題となっています。 

自治会への調査結果では、自治会の 87.5％が見守り活動を実施しており、自主防災組織の

設立も進みつつありますが、組織は存在するが活動が本格化していないこと、さらには訓練の

形骸化などが課題として挙がっています。 

一方で、本村では、避難行動要支援者台帳（要援護者台帳）を作成し、記載者の現状確認や

福祉避難所指定に関する協定を締結するなど、地域における支援体制整備を進めているものの、

住民の災害に対する意識が低く、情報伝達や体制整備の面では十分とはいえない状況にあります。 

社会福祉協議会では、災害時でも福祉サービスを継続できるよう業務継続計画の策定と、そ

れに基づく初動対応訓練の実施、災害ボランティアセンターの設置運営マニュアルの策定、自

治会長や民生委員・児童委員、行政、消防団等と連携した勉強会や訓練を行っています。 

また、「地域見守り協定」を締結した事業所（郵便局、新聞販売店等）と情報交換を行い、

平時の見守りと有事の捜索協力体制を整えています。 

 

【今後の方向性】 
地域資源の可視化と住民主体の組織運営を支援し、有事の際にも機能する「地域力」の向上

を推進します。策定したマニュアルの実効性を高める訓練の継続と、民間企業を含めたさらな

る協力体制の拡充が求められています。 

 

【主な取組】 

住民の取組 

①地域の避難場所・避難経路を読谷村防災マップで確認しましょう。 

②災害時に必要な防災グッズの備蓄や家族との連絡方法について事前に話し合いましょう。 

③近隣の独居高齢者など、災害時に支援が必要となる方の避難支援に協力しましょう。 

④地域の防災訓練に参加しましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

①自主防災組織の立ち上げ、誰でも参加しやすい防災訓練を検討しましょう。 

②避難時に支援が必要な人がいたら、地域で協力して避難先、避難方法などの支援をしましょう。 

③地域見守り活動に参加しましょう。 
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社会福祉協議会の取組 

①高齢者や障がい者など、災害時に支援が必要な方々を把握します。 

②災害時の支え合いにおいて、地域の人材を積極的に活用し、住民主体の災害時の支援体制を

強化します。 

③災害時の支援ネットワークづくりと行政・地域・企業・施設等との連携強化と役割分担を推進しま

す。 

④災害ボランティアセンターの開設と運営のための、迅速かつ的確な支援活動を実現するため、

災害ボランティアセンターの設置訓練や、マニュアルに基づく運営訓練ができるように取り組み

ます。 

⑤見守り体制の充実に向けて、郵便局や新聞販売店といった地域に関わりの深い企業などと見守

り協定を締結し、見守り活動の充実に努めます。 

 

 

行政の取組 

【総務課】 

①新たな自主防災組織の設立及び既存の自主防災組織を育成強化するとともに、防災訓練や防

災講座等の開催、防災情報の提供により村民の防災意識の向上に努めます。 

【福祉課】 

②福祉事業所などの協力を得て、地域毎に避難できる福祉避難所の場所の確保に努めます。  

③読谷村災害時要援護者非難支援計画に基づき、関係課や地域と連携して要介護高齢者や障が

い者等の「要配慮者」の把握に努めるとともに、そのうち自ら避難することが困難で特に支援を

要する方について「避難行動要支援者台帳」への登録・更新を図るとともに個別の避難計画づく

りを行います。 

 

【活動指標】 

・自主防災組織数 

・防災訓練参加人数 

・地域見守り協定事業所 

・個別避難計画作成件数 
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３ 基本目標３ 包括的支援体制の整備 

施策１ 情報提供の充実 

【現状・課題】 
本村では、「広報よみたん」における健康・福祉情報の連載をはじめ、公式ホームページや

公式 LINE、SMS（ショートメッセージ）を活用した健（検）診・子育て支援情報の周知、さ

らには役場に設置したデジタルサイネージを通じて、各種事業や養成講座の普及啓発に取り組

んでいます。 

アンケートの調査結果では、住民の福祉情報入手先として、「広報よみたん」が７３.０％

と圧倒的に高く、依然として紙媒体が重要な役割を果たしていることがわかりました。 

一方で、住民の４５.４％が情報を適切に「得られていない」と感じており、情報が受け取

り手に届きにくい状況も明らかになっています。自ら情報を取りに行かなければならない現状

を改善するためには、プッシュ型（届ける型）の周知活動と身近な相談窓口の拡充が求められ

ます。 

また、行政や社会福祉協議会が情報を発信しても、受け取り手が意識しなければ情報が届か

ないという課題もあり、「届け方」の工夫が急務となっています。 

社会福祉協議会では、年６回発行の「よみたん社協だより」を通じて、活動や赤い羽根共同

募金の状況を報告しています。また、ホームページや公式 LINE の活用に加え、自治会の支え

合い活動を特集した広報誌「支え合いよみたん」を発刊し、自治会未加入者にも地域の動きを

伝える取組を行っています。 

しかし、住民アンケートでは、社会福祉協議会の活動内容を「わかる」と答えた住民が前回

調査時より低下しており、情報の伝わり方や浸透度には課題が見られます。 
 
【今後の方向性】 

福祉を身近に感じてもらうため、ＳＮＳでのタイムリーな発信を強化し、若い世代へのアプ

ローチを工夫します。また、共助基盤の広報として、企業の地域貢献をＳＮＳなどで積極的に

紹介し、住民だけでなく企業も巻き込んだ「お互いさま」の支え合い体制を周知します。 
 
【主な取組】 

住民の取組 

①広報誌や社協だより、村ホームページ、LINE、各種メディアなどを通じて、自分に必要な福祉情報

を自ら積極的に取得しましょう。 

②行政や社会福祉協議会などの広報誌やホームページをみて、必要に応じた情報収集を行い、身

近な人に拡散しましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

①自社の情報媒体を活用し、地域の支え合い活動や福祉情報の発信・周知に協力しましょう。 

②関係団体と協力し、地域の情報共有に努めましょう。 

③地域で開催される福祉関連の研修会などに参加しましょう。 
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社会福祉協議会の取組 

①広報紙「よみたん社協だより」やホームページなどの情報提供により、本会事業や福祉について

の関心と理解を高めます。また、タイムリーな情報提供を行うために、ＳＮＳを活用し発信・周知を

行います。 

②視覚障がい、高齢などの理由で情報が得られない方を対象に情報支援として音訳ボランティアの

協力を得て、広報誌、日本昔話、沖縄の民話などを読み聞かせ録音し、定期的に提供する声の

情報提供事業を継続実施します。 

③相談に関する窓口や活動場所などの情報を、福祉関係機関や地域住民に広報・周知します。 

④地域福祉座談会を通し、社会福祉協議会の活動の周知や情報提供・情報交換などを促進しま

す。 

 

 

行政の取組 

【福祉課、健康推進課、こども未来課】 

①村広報紙や読谷村社会福祉協議会広報紙、村ホームページ、各種メディア、チラシ・パンフレッ

ト、電光掲示板の各種情報媒体を通じ、保健福祉に関する情報や地域福祉計画についての情報

提供を図ります。  

②情報提供にあたっては、見やすく、わかりやすい紙面づくりに努めるとともに、情報提供のユニ

バーサルデザイン化について研究・改善に努めます。 

【健康推進課、福祉課】 

③読谷まつりなど、村民が集い・交流する機会を活かし、福祉や健康づくりに関する啓発活動を行

います。  

【福祉課】 

④公民館や老人クラブ、各種サークル活動など、村民が集まる場に出向いて情報提供を行うなど、

広報・啓発活動の充実に努めます。  

 

【活動指標】 

・情報提供手段（活用している発信媒体の総数） 

・地域福祉に関する情報の周知回数 

  

地域福祉活動計画 

地域福祉計画 
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施策２ 成年後見制度の利用促進 

【現状・課題】 

アンケートの調査結果では、成年後見制度を「知っている」と答えた人は３１.９％と前回

調査時を上回りました。しかし一方で、「知らない」または「詳しい内容まではわからない」

と回答した人が全体の７割近くに達しています。また、制度の利用についても半数以上が「わ

からない」と回答しており、依然として認知不足が課題となっています。 

本村では、地域包括支援センターを「総合相談窓口」として、権利擁護や虐待に関する相談

に対応しています。また、村内事業所を対象に、制度についての学習会を開催し、専門職の理

解を深めていますが、制度の利用促進を図るための「中核機関」や協議会の設置がまだ検討段

階に留まっており、現在の人員体制では相談体制のさらなる充実は困難な状況です。 

社会福祉協議会では、成年後見制度の手前の段階である判断能力が不十分な方を対象に、金

銭管理や福祉サービスの利用援助を行う「日常生活自立支援事業」を沖縄県社会福祉協議会か

ら受託して実施しています。 

また、制度利用までの「つなぎ」として、虐待や搾取から守るための緊急時一時預かり事業

や権利擁護に関する相談対応、福祉関係団体への勉強会を通じた啓発活動を推進しています。 

 

【今後の方向性】 

地域住民が身近な場所で相談できるよう、権利擁護の啓発活動を継続し、担い手となる生活

支援員の発掘にも取り組みます。 

成年後見制度の利用促進を図るため、制度の普及啓発に取り組み、中核機関の設置を目指し、

人員体制や設置場所の検討を行います。 

 

【主な取組】 

住民の取組 

①権利擁護や成年後見制度についての理解を深め、将来に備えましょう。 

②虐待と思われる行動を見かけたら、通報しましょう。 

 

地域・関係団体の取組 

①虐待と思われる行動を見かけたら、関係機関に繋げましょう。 

②行政や社会福祉協議会が実施する学習会に参加しましょう。 

 

 

社会福祉協議会の取組 

①読谷村内の認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不十分な方に対

して、福祉サービスの利用に関する援助や日常的金銭管理に関する援助などを行うことにより、

地域において自立した生活が送れるように支援します。 

②関係機関と連携を強化し、相談者の権利擁護に努めます。 

③日常生活自立支援事業の利用促進、成年後見制度周知のため広報活動を行います。 

④生活支援員の確保に向けた人材の掘り起こしや研修会の開催に努めます。 

地域福祉活動計画 
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行政の取組 

【福祉課】 

①認知症や知的及び精神障がいにより判断能力が十分でない人が公平にサービスを利用し不利

益を被らないよう成年後見制度の周知を図ります。  

②成年後見制度を申し立てる親族がいないため利用できない人に対しては、申し立て費用や後見

人等の報酬の負担を支援する「成年後見制度利用支援事業」の周知を図ります。  

③後見人の受け皿不足を解消するために、読谷村社会福祉協議会などによる法人後見の実施を

検討していくとともに、市民後見の実施についても段階的に検討していきます。 

 

【活動指標】 

・成年後見制度村長申立件数、相談件数 

・日常生活自立支援事業件数、相談件数 

  

地域福祉計画 
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施策３ 包括的な相談支援体制づくり 

【現状・課題】 
住民アンケートでは、優先すべき施策として「身近な相談窓口の充実」を挙げる住民は   

３６.５％に達し、関係団体調査でも５０.０％が「相談機能の充実」を求めています。 

一方、悩みを抱えても「家族や友人に相談したくない」「解決できるところはない」と考え、

３割近くの住民が相談をためらう傾向にあります。 

地域の相談の要である民生委員・児童委員については、住民の約半数（５５.７％）が「名

前も活動もわからない」と回答しており、地域での相談の入口が機能しにくい状況にあります。 

本村では、地域包括支援センターにて高齢者の総合相談に対応や「こども家庭センター」の

設置、令和８年度「基幹相談支援センター（障がい福祉）」の設置など、各分野の拠点整備を

進めています。 

また、複雑化する課題に対応するため、役場関係各課や社会福祉協議会が連携し、属性を問

わない包括的な相談窓口の整備と、専門職(コミュニティソーシャルワーカー<ＣＳＷ>・生活

支援コーディネーター<ＳＣ>など）の役割明確化を進めています。 

社会福祉協議会の取組では、弁護士による法律相談、就労相談、飲酒問題に関する相談など、

専門性の高い相談窓口を定期的に開設しています。加えて、コミュニティソーシャルワーカー

を配置し、個別ケースへの対応のみならず、地域支え合い活動委員会への参画を通じて、住民

の気づきを適切なサービスに繋げる伴走支援を行っています。 

こうした体制整備が進む一方で、子育てに困り感を抱えながら孤立している方や、生活困窮

を隠す傾向にある世帯、支援を拒否する世帯など、潜在的な支援対象者をいかに事業に繋げる

かも大きな課題となっています。 

相談支援内容（社会福祉協議会への相談） 

相談内容  相談内容 

こどもに関すること   ご近所トラブルに関すること  

障がいに関すること   生活支援に関すること（見守りなど）  

就労に関すること   ゴミ屋敷に関すること  

年金に関すること   ニート・ひきこもりに関すること  

介護・認知に関すること   災害時要援護者に関すること  

依存症、精神疾患に関すること   生活困窮に関すること  

病気、健康に関すること   生活福祉資金に関すること  

住居に関すること   法外援護に関すること  

日常生活自立支援事業・成年後見制度に関すること   専門相談（弁護士・司法書士など）  

ＤＶ・虐待に関すること   社協事業に関すること  

 

【今後の方向性】 

訪問支援を主体とした「届ける支援」を強化し、潜在的な困窮層の早期発見や制度の狭間にある課

題にも柔軟に対応できる福祉基盤を構築します。 
 
【主な取組】 

住民の取組 

①支援が必要になった場合に困らないよう、相談先・サービス内容に関する理解に努めましょう。 

②民生委員・児童委員など、身近に相談できる相手を見つけ、日頃から相談ができるような相談先

を確保しておきましょう。 
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地域・関係団体の取組 

①ライフライン（電気・ガス・水道）事業者や新聞店などは、異変を感じたら通報しましょう。 

②自治会や関係機関と連携し、気になる人の把握や情報提供を行いましょう。 

 
 

社会福祉協議会の取組 

①協議体などの場やネットワークを通じて、地域の活動や福祉関係機関、行政、社会福祉協議会
などの連携を強化します。 

②コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を２中学校区へ各１名配置します  

③行政や福祉関係機関との連携を強化し、制度の狭間の方々を支える仕組みづくりを行います。  

④高齢・障がい・子育て・生活困窮者等の支援において、相談員の配置などを通じて社会福祉協
議会内の相談支援体制を強化します。  

⑤フードバンク活動について、村民・企業などへの周知を図るとともに、活動への参加を促進します。 

⑥社会福祉協議会内の横断・連携した相談体制を強化し、コミュニティソーシャルワーク機能強化
に向けた社会福祉協議会職員のスキルアップを行います。 

 
 

行政の取組 

【福祉課】 

①福祉的支援を必要とする村民に対し、それぞれの状況に応じた包括的な支援が行えるよう、各
種調整機能の中心となるコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の継続配置を図ります。 

②コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の資質向上を図るため、各種資格の取得促進を図ると
ともに、コミュニティソーシャルワークに関する各種研修への参加促進を図ります。  

③村民にとって身近な地域で相談対応や支援のための体制づくりが行えるよう、「中圏域」（２箇
所）で相談支援センターの確保を図ります。設置場所は既存の福祉関連施設などを活用すると
ともに、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）や各種ボランティアの活動拠点としていきます。 

④生活に困窮する方について、生活保護に至る前の段階から適切な支援につないでいくために
も、行政各課やコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）などとの連携を図り、生活困窮世帯の情
報を早期に把握していきます。  

⑤パーソナルサポートセンターとの連携をはじめ、読谷村社会福祉協議会や地域、村内事業所な
どとの連携により共助の基盤づくりを行い、就労先や住まいの開拓、社会参加の場づくり、こど
もの学習支援・居場所づくりなどの支援に努めるなど、地域づくり活動の実践を通し、生活困窮
者の自立支援に努めます。  

【健康推進課、こども未来課】 

⑥児童虐待、生活困窮、保護者の疾病、ひとり親世帯、こどもの発達障がい、ヤングケアラーな
ど、困難な状況にあるこどもとその家庭の複雑かつ多様化した課題に対応するため、従来の「子
ども家庭総合支援拠点」の機能を強化し、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもに対して一体的な
相談支援を行う「読谷村こども家庭センター」を設置しました。これにより、母子保健と児童福祉
の両機能が切れ目なく連携・協力し、児童とその家庭に寄り添いながら、児童とその家庭を孤立
させないための支援について、関係機関や各種団体とより一層連携して取り組みます。 

【健康推進課、こども未来課、福祉課】 

⑦虐待防止などに向けた啓発を効果的に行うため、庁内関係各課の連携による虐待に関する講
演会などの開催を検討していきます。 

 

【活動指標】 

・相談員のスキルアップ研修開催数、参加人数、参加率 

地域福祉活動計画 

地域福祉計画 
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施策４ 専門機関・関係機関との連携強化 

【現状・課題】 

本村では、複合的な問題を抱える個別ケースに対し、役場関係各課と社会福祉協議会が連携

して情報共有を行っています。 

また、多職種連携の推進として、「ケアマネ情報交換会」や「助産師情報交換会」などを開

催し、専門職同士の顔の見える関係づくりを進めています。 

さらに、村内２４自治会で民生委員・児童委員、自治会、地域の有志といったキーパーソン

が参加し、地域課題の解決に向けた協議が行われています。 

外部団体との協力体制は、沖縄県中部地区医師会への「在宅医療介護連携推進事業」の委託

や、パーソナルサポートセンターと連携した生活困窮者支援（ワンストップ相談会など）を実

施しています。 

 

【今後の方向性】 

今後も専門機関との連携強化に取り組むとともに、地域支え合い活動委員会に、これまでの

キーパーソンだけでなく、地域の事業所（介護サービス、スーパーなど）の多様な人材を巻き

込み、地域づくりを推進します。 

 

【主な取組】 

地域・関係団体の取組 

①地域支え合い（活動委員会の）会議に出席し、専門機関・関係機関と顔の見える関係を築きま

しょう。 

 
 

社会福祉協議会の取組 

①地域ケア会議、中学校生徒指導連絡協議会、こどもの居場所ネットワークなどの福祉関連団

体・事業所等との交流・情報交換を積極的に行い、連携・情報共有を促進し地域福祉活動の活

性化を図ります。 

②各分野の専門機関との研修会などを通して、多職種連携を強化します。 

③地域・企業・公益法人などお互いの顔が見える関係づくりを行います。  

④地域の課題や法人や企業の強み・できることを学ぶ機会をつくります。  

⑤地域課題と企業の社会貢献活動のマッチングを行います。 

 
  

地域福祉活動計画 
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行政の取組 

【こども未来課】 

①要保護児童対策地域協議会や障がい者の地域自立支援協議会などを開催する中で、福祉関

連団体、事業所との連携強化を図ります。  

【福祉課】 

②各種当事者団体の活性化に向け、加入促進や活動支援に努めます。  

③村内に立地する福祉関連事業所間の情報共有及びサービス向上を図るため、事業所連絡会の

開催を図り、情報交換を通じて住民の実態及びニーズの把握に努めます。  

④地域福祉に関係する活動を行っている村内のＮＰＯなどの情報収集を図るとともに、取組（イン

フォーマルサービスや有償ボランティアなど）の充実促進に努めます。 

 

【活動指標】 

・支援会議開催数 

・包括的支援体制推進会議開催数 

 

包括的支援体制の整備（イメージ） 
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１ 計画策定の背景 

我が国の自殺者数は、平成１０年以降、１４年連続して３万人を超える状態が続いていました

が、平成１４年に１５年ぶりに３万人を下回りました。また、平成２２年以降は１０年連続減少

し、令和元年には２万１６９人で、昭和５３年の統計開始以来最少となりました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大が深刻化した令和２年は２万１,０８１人となり、１

１年ぶりに増加に転じました。その後は、２万１,０００人台で推移しており、令和５年は、２万

１,８３７人となっています。このように、依然として、２万人を超える方が自ら命を絶っており、

深刻な状況が続いています。 

自殺者数を男女別にみると、男性は統計開始以降一貫して女性を上回り、女性の約２倍となっ

ています。また、近年では小中高生の自殺者数は過去最多となっています。 

 
日本の自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成 
 

小中高生別自殺者数の年次推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料:警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成  
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２ 基本的な考え方 

（１）基本理念 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけで

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など様々な社会的要因があります。 

自殺に至る心理として様々な悩みにより追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられない

状態に陥ることが知られています。そこには、社会との繋がりが薄れ、孤立に至る過程も見

られます。自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。そのため、

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働、その他の多様な機関との連携を図り、「生き

ることの包括的な支援」として実施する必要があります。 

読谷村では、地域住民を含め、関係機関が相互に連携・協力して自殺対策に取り組むこと

で、一人ひとりの大切な「いのち」をみんなで支え合い、「誰一人自殺に追い込まれること

のない読谷村」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

基本理念 

誰一人自殺に追い込まれることのない読谷村 
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（２）基本的な認識 

１. 自殺は誰にでも起こり得る問題である  

２. 自殺はその多くが追い込まれた末の死である  

３. 自殺は社会的な問題であり、関係機関の連携のもと、村全体で対策を推進する 

 

国の「自殺総合対策大綱」を指針とし、本村の自殺対策については、３つの基本認識を共

有し、「誰一人自殺に追い込まれることのない読谷村」の実現に向け、「生きることの包括

的な支援」として、庁内各課の横断的連携はもとより、関係機関、そして村民一人ひとりが

手を取り合う、地域一体となった取組を展開します。 

 

３ 計画の位置付け・計画の期間 

本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」であり、第４次読

谷村地域福祉計画・読谷村地域福祉活動計画と一体的に取り組むものとして、本計画の期間は、

令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

なお、自殺防止を取り巻く状況の変化などを踏まえ、必要に応じて計画期間中であっても見直

しを行うものとします。 

 

４ 計画の数値目標 

自殺総合対策大綱において、国は令和８年までに人口１０万人あたりの自殺死亡者数（自殺死

亡率）を平成２７年の１８.５人から１３.０人以下まで、３０％以上減少させることを目標として

定めています。  

本村においても、令和２年～令和６年平均の自殺死亡率を基準値とし、目標年度である令和１

２年までに、３０％以上減少させることを目指します。  

 
 

 
現状値 

令和２年～令和６年 平均 

目標値 

令和１２年 

現状値の３０％以上減少 

自殺死亡率 

（人口１０万対） 
１６.２７ １１.３９ 

※人口 10万人当たりの自殺死亡者数（自殺死亡率）：自殺死亡者数÷人口×100,000 
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５ 現状と課題 

（１）自殺の現状 

①自殺者数・自殺死亡率の推移 

地域自殺実態プロファイル２０２５における本村の自殺者数は、令和２年から令和６年の

５年間で３４人、男女の内訳は男性が２５人、女性が９人で自殺者の７割強が男性となって

います。自殺死亡率（人口１０万対）は、令和５年に一時的に増加していますが、令和６年

は１６.６４（全国１６.１１）となっています。 

 

自殺者数の推移（全体・性別） 

 
 

自殺死亡率（人口１０万対）の推移 

 

 

※各データは「地域自殺実態プロファイル２０２５」に基づくものです。 

 「地域自殺実態プロファイル２０２５」は各自治体の警察統計（自殺日・住所地）直近５年間の状況を基に分析・提供された資料です。 
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②性・年代別の自殺者割合と自殺死亡率 

本村では、令和２年～令和６年の５年間で５０歳代男性の自殺が最も多く、自殺者全体

の３２.４％を占めています。 

平均自殺死亡率（１０万対）をみると、５０歳代男性の自殺死亡率が８２.４３と高く、

全国の３０.２９を大きく上回っています。また、女性は７０歳代が３１.９７と最も高く

なっています。 

 

性・年代別の自殺者割合 令和２年（２０２０年）～令和６年（２０２４年）平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年代別の平均自殺死亡率（１０万対） 令和２年（２０２０年）～令和６年（２０２４年）平均 
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性・年代別自殺死亡率（１０万対）比較令和２年（２０２０年）～令和６年（２０２４年）平均 

  ２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上 

全国 ４.０６ ２４.６７ ２４.８０ ２７.４１ ３０.２９ ２４.２５ ２５.０４ ３３.６３ 

読谷村 ０.００ １８.６９ １７.３０ ２０.２５ ８２.４３ ２９.５７ ２２.７５ １７.１８ 
                  
  ２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上 

全国 ３.５２ １４.０８ １０.５６ １１.３３ １３.４３ １１.１９ １１.８８ １１.９１ 

読谷村 ０.００ ０.００ ０.００ １３.２５ ７.３８ １５.３１ ３１.９７ １１.０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対策が優先されるべき対象群の把握 

本村では、働き盛りを含めた中高年男性について、無職の方を中心に自殺者が多くなって

います。 

背景にある主な自殺の危機経路から、優先して自殺対策を図るべき対象群（重点パッケー

ジ）として「無職者・失業者」、「生活困窮者」、「勤務・経営」を挙げています。 

 

読谷村の主な自殺者の特徴 令和２年（２０２０年）～令和６年（２０２４年） 

自殺者の特性上位５区分 
自殺者数 
（５年計） 

割合 
自殺死亡率* 
（人口１０万対） 背景にある主な自殺の危機経路** 

１位:男性４０～５９歳無職同居 ５ １４.７％ １７０.６ 
失業→生活苦→借金＋家族間の不和→う
つ状態→自殺 

２位:男性４０～５９歳有職同居 ５ １４.７％ ２３.７ 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩
み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

３位:男性４０～５９歳無職独居 ４ １１.８％ ６４９.６ 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

４位:男性２０～３９歳無職同居 ４ １１.８％ １１１.１ 
①【３０代その他無職】ひきこもり＋家族間
の不和→孤立→自殺／②【２０代学生】就
職失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

５位:女性６０歳以上無職独居 ３ ８.８％ ６６.９ 
死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態
→自殺 

資料：警察庁自殺統計原票データをいのち支える自殺対策推進センター（以下、JＳＣP）にて個別集計 

・区分の順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

* 自殺死亡率の算出に用いた人口は、総務省「令和２年国勢調査」就業状態等基本集計を基に JＳＣPにて推計したもの。 

** 「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書２０１３」を参考に推定したもの。自殺者の特性別に見て

代表的と考えられる経路の一例を示しており、記載の経路が唯一のものではないことに留意いただきたい。 

 

重点パッケージ 無職者・失業者 生活困窮者 勤務・経営 
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（２）村民意識調査 

①生活上の悩みや不安、心の不調による生活への影響 

「困りごと・心配ごと・悩みごと」では、健康問題に次いで、「対策が優先されるべき対

象群の”背景にある主な自殺の危機経路”」にも示されている「経済的な問題」、「自分自

身・身内の介護」が多くなっています。 

困りごと・心配ごと・悩みごと（再掲） 

 

 

②心の不調による生活への影響 

気分の落ち込みや不安で日常生活に支障をきたした経験について、「ある」と回答した人

は２３.０％となっており、主な原因は「家庭問題」が４５.２％と最も高く、次いで「健康

問題」が４０.５％「勤務問題」が３０.２％となっています。 

気分の落ち込みや不安で日常生活に支障をきたした経験 

 
 

日常生活に支障をきたした不安の原因（支障をきたした経験がある人） 
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③自殺に関する思考・傾向 

自殺に関する調査では、全体の１５.３％が「本気で自殺したいと思ったことがある」と

回答しています。これを身近な支援者（助けてくれる・頼れる方など）の有無との相関で見

ると、支援者が「いない」層は、「いる」層に比べて「自殺したいと思ったことがある」の

割合が２倍以上となっており、人とのつながりや見守りの有無が、住民の精神的健康や安心

感に大きく影響していることがわかります。 

加えて、日常生活に支障をきたす不安の原因では、「自殺したいと思ったことがある」層

では、そうでない層に比べて家庭問題や勤務問題、経済問題が高い傾向にあり、家庭・職

場・経済面における複合的な困難が背景にある可能性が推察されます。 

本気で自殺したいと思ったことがある 

 

「本気で自殺したいと思ったことがある」×「助けてくれる・見守ってくれる・頼れる方がいる」 

 

「本気で自殺したいと思ったことがある」×「日常生活に支障をきたした不安の原因」 

 

64.8 15.3 19.9 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

自殺したいと思ったことがない 自殺したいと思ったことがある 無回答

(％)

66.8 

45.7 

60.5 

100.0 

13.8 

34.3 

15.8 

19.4 

20.0 

23.7 

0 20 40 60 80 100

いる(n=434)

いない(n=35)

わからない(n=76)

無回答(n=3)

自殺したいと思ったことがない 自殺したいと思ったことがある 無回答

(％)

44.3

39.3

19.7

26.2

3.3

0.0

9.8

55.8

41.9

44.2

34.9

0.0

9.3

7.0

0 20 40 60 80 100

家庭問題(家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病等) 

健康問題(自分の病気の悩み、身体の悩み等) 

勤務問題(転勤、仕事の不振、職場の人間関係、長時間労

働等) 

経済問題(倒産、事業不振、負債、失業等) 

男女問題(失恋、結婚をめぐる悩み等) 

学校問題(いじめ、学業不振、教師との人間関係等)

その他

自殺したいと思ったことがない(n=61)

自殺したいと思ったことがある(n=43)

(％)
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④相談支援体制、情報提供 

住民意識調査の結果、自殺や自殺未遂に関して相談できる機関の認知度は４６.５％に留

まっており、約３割の住民が相談先を「知らない」と回答しています。また、この認知度の

低さは、住民が困難に直面した際の行動にも反映されています。 

実際に「自殺を考えたときにどのように乗り越えたか」の回答では、「趣味や仕事など他

のことで気を紛らわせるように努めた」、「できるだけ休養をとるようにした」といった個

人的なセルフケアが上位を占めており、専門機関や専門家への相談は少なく、「特に何もし

なかった」という層も１７.９％存在します。 

これらのことから、多くの住民が専門機関や相談先を十分に認知していないために、深刻

な悩みを抱えても自助努力や身近な関係性の中だけで解決しようとしている現状が推察され

ます。 

今後は、孤立しやすい世帯や個人に対して相談支援や見守りの機会を広げるとともに、家

族や友人、地域住民といった身近な人々が、悩みのサインにいち早く気づき、適切に声をか

け、必要な支援へと繋ぐ「ゲートキーパー」として機能できるよう、養成講座の開催や普及

啓発を推進する必要があります。 

自殺や自殺未遂者に関して相談できる機関の認知度 

 

自殺を考えた際の克服方法 

 
 

46.5 32.5 21.0 

0 20 40 60 80 100

全体(n=548)

知っている 知らない 無回答

(％)

41.7

31.0

29.8

21.4

17.9

2.4

13.1

0 10 20 30 40 50

趣味や仕事など他のことで気を紛らわせるように努めた

できるだけ休養をとるようにした

家族や友人、職場の同僚など身近な人に悩みを聞いてもらった

医師やカウンセラーなどの心の健康に関する専門家に相談した

特に何もしなかった

弁護士や司法書士、公的機関の相談員等、悩みの元となる分野の専

門家に相談した

その他
全体(n=84)

(％)
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（３）課題の整理 

①特定の属性における高い自殺リスク 

読谷村の地域自殺実態プロファイル２０２５（令和２年～令和６年）によると、５年間の

合計３４人の自殺者のうち約７割強が男性であり、特に５０歳代の男性が多く、失業や勤務

問題からうつ状態となり、自殺へ至る過程が背景として見られます。 

優先して対策を講じるべき重点対象群として「無職者・失業者」「生活困窮者」「勤務・

経営」が挙げられています。 

 

②相談支援体制と援助希求行動の不足 

住民意識調査の結果、自殺や自殺未遂に関して相談できる機関を「知らない」と回答した

住民が約３割に上ります。 

また、深刻な悩みに直面した際も、専門機関への相談ではなく「趣味や仕事で気を紛らわ

せる」「休養をとる」といった個人的なセルフケアに留まる傾向があることから、必要な情

報が住民に届いておらず、住民が支援を求める行動に結びついていない現状が見られます。 

 

③支援困難ケースへの対応 

既存の支援体制では繋がりを維持することが難しい、支援を拒否する世帯やひきこもりな

どの支援困難ケースが存在しています。当事者が自責の念や社会的偏見から困窮を隠し、孤

立を深めてしまうため、訪問支援を含めた、より高度で丁寧な相談支援体制の構築が求めら

れています。 

 

④複合的・連鎖的な困難の背景 

自殺の背景には、家庭・職場・経済面における複合的な困難が連鎖している可能性が示唆

されています。特に、働き盛りの中高年男性においては失業や仕事の問題から「うつ」への

危機経路が見られ、仕事や経済的な不安と心身の健康問題が密接に関わっています。 

 

⑤地域コミュニティの機能低下と認知不足 

地域福祉の基盤となる自治会の加入率が５割を下回り、コミュニティの希薄化や担い手不

足が進行しています。 

また、村民を支える重要な仕組みである支え合い活動委員会や民生委員・児童委員などの

役割についても、多くの住民が「名前も聞いたことがない」と回答しており、地域全体で支

え合う意識の醸成が不十分な状況にあります。 

 

⑥高齢者の孤立と健康不安 

村内では老年人口が増加し、高齢者単独世帯が増えています。身体的疾患や介護疲れを背

景とした健康問題は自殺の大きな要因となっており、地域包括ケアシステムと連動した見守

りや、生きがいや役割を持てる居場所づくりが急務となっています。  
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６ 取組の方向性 

（１）読谷村として取り組む施策 

読谷村の課題及び自殺総合対策大綱、沖縄県自殺対策推進計画、「地域自殺対策政策パッ

ケージ」の基本的な考え方を踏まえ、５つの基本施策と本村が特に力を入れるべき支援群に

焦点を絞った３つの「重点施策」に沿って、自殺対策に資する取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本施策 

１ 地域におけるネットワークの強化 

生きることの包括的な支援としての自殺対策を地域全体で推進・展開すべく、庁内外のさま

ざまな部署や関係機関、地域の関係者が連携・協働しながら、住民一人ひとりが安心して暮ら

し、社会とのつながりや役割を感じられる環境づくりを進めます。支援体制の整備や基盤・枠

組みの構築を図るとともに、これらの取組を継続的に強化し、地域全体で自殺対策を推進して

いきます。 

①地域における連携・ネットワークの強化 

民生委員・児童委員、自治会、地域支え合い活動委員会、福祉関係団体など、地域の多様

な主体と連携し、日頃から顔の見える関係づくりと情報共有を行います。 

地域で把握された悩みや困りごとを早期に支援につなげられるよう、見守り活動や支え合

いの取組を通じて、地域における自殺対策のネットワーク強化を図ります。 

  

１ 地域におけるネットワークの強化 
①地域における連携・ネットワークの強化 

②庁内における連携・ネットワークの強化 

基本施策 施策の方向性 

２ 住民への啓発と周知 
①自殺予防週間等の普及啓発 

②情報提供の充実 

３ 自殺対策を支える人材の育成 
①多様な主体への啓発 

②直接的に関わる人材の育成 

４ 生きることの促進要因への支援 

①相談支援体制の充実 

②居場所づくりの充実 

③残された遺族への支援 

５ 児童生徒への予防的支援の充実 

①学校教育での SOS教育の実施 

②相談体制の整備 

③関係団体等の連携強化 

①無職者・失業者 

②生活困窮者 

③勤務・経営 

重点施策 
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②庁内における連携・ネットワークの強化 

「支援会議」、「包括的支援体制推進会議」を中心に庁内各分野の部署と連携し、自殺対

策の推進のために必要な事項について協議するとともに、部署横断的に情報共有・支援の検

討を行い、自殺対策を推進します。 

 

２ 住民への啓発と周知 

自殺対策においては、「自殺に追い込まれる危機」は誰にでも起こり得るものであることを

社会全体で共有し、危機に陥った人の心情や背景への理解を深めること、また、困難な状況に

直面した際には誰かに援助を求めることが適切であるという認識を広げていくことが重要です。

本村では、こうした考え方が住民の共通認識となることを目指し、積極的な普及啓発に取り組

むとともに、正しい知識の普及と理解の促進を図り、自殺予防に向けた地域づくりを進めます。 

①自殺予防週間などの普及啓発 

自殺予防週間（９月１０日～１６日）・自殺対策強化月間（３月）などのあらゆる機会に

普及啓発活動を行い、自殺の防止に関する住民の理解の促進を図ります。 

②情報提供の充実 

自殺の問題は一部の人の問題ではなく、誰もが当事者となり得る重大な問題です。自殺に

対する住民の理解促進を図るとともにこころの健康や自殺予防対策について村民一人ひとり

の理解が深まるよう、チラシを作成し、各所に配布します。また「広報よみたん」やホーム

ページを通した情報発信のほか、地域支え合い活動委員会など、地域活動を通して、自殺対

策及び精神保健に関する正しい知識の普及と理解の促進を図ります。 

 

３ 自殺対策を支える人材の育成 

悩みや困難を抱える人の孤独・孤立を防ぎ、必要な支援へとつなげるためには、身近な人の

変化に「気づき」、「声をかけ」、「適切な支援につなぐ」人材の存在が不可欠です。 

本村では、こうした役割を担う人材を「ゲートキーパー」と位置づけ、地域全体で支え合う

体制づくりに向けた人材育成を推進します。 

①多様な主体への啓発 

住民主体の見守り活動を支援するため、社会福祉協議会職員や地域支え合い活動委員会、

民生委員・児童委員、地域福祉コーディネーター等に対し、自殺対策に関する情報提供を行

い、地域における見守りや支援につながる連携調整の充実を図ります。 

②直接的に関わる人材の育成 

こころの健康問題に関する相談機能を向上させるため、地域保健スタッフに対する心の健

康づくりや当該地域の自殺対策についての資質向上のため、沖縄県の実施する研修会へ参加

します。 

地域の住民が周囲の人の変化に気付き、適切な支援につなげられるよう、相談先や支援制

度に関する情報提供を行い、地域における支援体制の強化を図ります。 
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４ 生きることの促進要因への支援 

自殺対策においては、危機要因の軽減と同時に、「生きる力」を支える視点が重要です。本

村では、住民が安心して暮らし、社会とのつながりや役割を感じながら生活できるよう、居場

所づくりや交流の促進、孤立の防止、自己肯定感や危機から立ち直る力を育む取組を推進し、

生きることの促進要因の強化を図ります。 

また、自殺により身近な人を失った遺族などに対しては、思いや状況に寄り添いながら、必

要な支援や情報を適切なタイミングで提供し、安心して相談できる体制の整備を進めることで、

支援の充実を図ります。 

①相談支援体制の充実 

心身の健康、経済的困窮、家庭問題など、複雑かつ複合的な課題を抱える住民が、早期に

適切な支援につながるよう相談体制を強化します。 

庁内関係各課や関連機関が緊密に連携し、制度の狭間にあるニーズにも迅速に対応できる

体制づくりを推進します。 

②居場所づくりの充実 

自治公民館や地域支え合い活動委員会などの既存の地域資源を最大限に活用し、誰もが役

割を持ち、安心して過ごせる心のよりどころを確保します。 

特に、ひきこもり傾向にある人や生活困窮世帯のこどもなど、孤立のリスクが高い層に対

しては、アウトリーチと並行して居場所の情報を提供し、地域社会とのつながりを再構築で

きるよう支援します。 

③残された遺族への支援 

自殺に対する社会的偏見を払拭するための正しい知識の普及啓発を行うとともに、沖縄県

が実施する『自死遺族の分かち合いの会』などの自助グループに関する情報を適切に提供し、

こころのケアにつなげます。 

 

５ 児童生徒への予防的支援の充実 

児童生徒が困難な状況に気づき、信頼できる大人に援助を求める力（SOS を出す力）を育む教

育を推進します。 

①学校教育での SOS教育の実施 

学校において、児童生徒が悩みや危機に気づき、適切に助けを求める力を育む「SOS の

出し方に関する教育」を含めた自殺予防教育を実施します。 

②相談体制の整備 

青少年センターにおける教育相談をはじめ、スクールソーシャルワーカー、心理カウンセ

ラー等の充実・連携強化を図るとともに、不登校児童生徒の保護者が必要とする支援、相談

や指導などを受けていない児童生徒へのアプローチのあり方など、関係機関との連携を強化

し、相談体制の充実を図ります。 
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③関係団体の連携強化 

児童生徒の早期のＳＯＳへの対応やそれぞれの支援ニーズに対応できるよう、スクール

ソーシャルワーカー、心理カウンセラーなどの専門職をはじめ、福祉の関連部署、コミュニ

ティ・スクールの学校運営協議会など、関係団体の連携強化を図ります。 

 

（３）重点施策 

①生活困窮者 

就職・生活支援パーソナルサポートセンターや「くらし・仕事なんでも相談」の情報を周

知徹底し、生活に困難を抱える住民が適切な支援につながるようにします。 

自ら相談に来ることが難しい『潜在的な困窮層』を早期に発見するため、訪問支援を主体

とした「届ける支援」時間をかけて丁寧に関わりを継続し、信頼関係を再構築する伴走型の

支援を展開します。 

また、社会福祉協議会のフードバンクなどの活動とも協働し、制度の狭間にいる世帯へも

必要な情報を届け、社会的孤立を防止します。 

 

②無職者・失業者 

読谷村の自殺の状況をみると、働き盛り世代から高齢層に至るまで、無職・失業者の男性

が占める割合が高いことが特徴として示されています。こうした状況を踏まえ、就労支援や

生活困窮者自立相談支援の情報を、広報誌やＳＮＳ、公共施設などを通じて広く周知徹底し

ます。 

 

③勤務、経営 

離職そのものを予防し、働く人の心身の健康を守るため、村内企業に対し、メンタルヘル

スケアの重要性や長時間労働・ハラスメント対策に関する啓発を行い、心身ともに健康で働

き続けられる職場環境づくりを促進します。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 読谷村再犯防止推進計画 
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１ 計画策定の背景 

犯罪や非行をした人の中には、貧困や疾病、依存、厳しい生育環境など、様々な生きづらさを

感じ、立ち直りには多くの困難を抱える人が多く、その困難により再び犯罪や非行をしてしまう

場合も多いといわれています。このようなことから、生きづらさを抱えて犯罪をした人の課題に

対応し、再犯を防止するためには、社会復帰後、地域社会で孤立させない「息の長い」支援を連

携・協力して実施することが必要となっています。 

犯してしまった罪をつぐない、社会の一員として立ち直ろうとするには、本人の強い意志や行

政機関の働きかけのみならず、周囲の人々の温かい理解と協力をはじめ、保護司会や更生保護女

性会など、更生保護に関わる人や団体の活動と既存の福祉の支援や地域での活動が連携すること

で、再犯防止につながることが期待されます。 

このような課題を地域で共有し、地域における犯罪被害を防止し、村民が安全で、安心に暮ら

せるように再犯防止を推進するため、地域福祉計画の見直しに合わせ、「読谷村再犯防止推進計

画」を策定し、犯罪をした人等の社会復帰の支援に努めます。 

 

２ 計画の位置付け・計画の期間 

本計画は、「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に定める地方再犯防止推進計画

として策定する計画であり、第４次読谷村地域福祉計画・読谷村地域福祉活動計画と一体的に取

り組むものとして、計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

なお、再犯防止を取り巻く状況の変化などを踏まえ、必要に応じて計画期間中であっても見直

しを行うものとします。 

 

３ 再犯防止施策の対象者 

本計画において「犯罪をした人等」とは、「再犯の防止等の推進に関する法律」第２条第１項

で定める者で、犯罪をした者又は非行少年（非行のある少年をいう。）若しくは非行少年であっ

た者を指します。 
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４ 現状と課題 

（１）沖縄県の犯罪発生状況 

沖縄県の刑法犯認知件数は年々増加しており、検挙件数もこれに伴って増加しています。 

検挙率は令和３年までは緩やかに低下し、令和４年に大きく減少したものの、令和５年は

増加に転じています。 

沖縄県の刑法犯認知件数・検挙件数 

 
資料：令和元年～令和６年犯罪統計書（沖縄県警察本部）、令和７年犯罪統計資料（令和７年１２月末暫定値） 
 

（２）沖縄県内及び嘉手納警察署管内の再犯の状況 

沖縄県の再犯者率は、令和２年以降緩やかに低下していますが、嘉手納警察署管内をみる

と令和６年に大きく増加し、県平均を 4.1 ポイント上回る結果となっています。依然として、

検挙者の約半数が再犯者である状況が続いており、再犯防止は重要な課題となっています。 

刑法犯検挙者数の再犯者数及び再犯者率（少年を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：警察署別犯罪統計データ 
 本データは、警察庁が取りまとめている犯罪統計書に記載される検挙人数に関して、警察署別の統計データとして、法務省
矯正局に提供されたものです。（少年データは含まれません。） 

 注１ 「再犯者」とは、刑法犯、特別法犯（道路交通法違反を除く。）の別を問わず、前科又は前歴を有する者をいう。 
  ２ 犯行時年齢が２０歳以上の者を計上している。  
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５ 取組の方向性 

（１）国の取組 

国においては、平成２９年１２月、再犯の防止等の推進に関する法律に基づき、再犯防止

推進計画（第一次）が閣議決定されました。再犯防止推進計画（第一次）には、７つの重点

課題について、１１５の具体的施策が盛り込まれ、政府においては、地方公共団体や民間協

力者などと連携しながら、取組を推進してきました。 

令和５年３月、第一次計画の内容を発展させ、再犯防止施策の更なる推進を図るため、第

二次再犯防止推進計画が閣議決定されました。第二次再犯防止推進計画には、７つの重点課

題について、９６の具体的施策が盛り込まれています。 

 

国の「再犯防止推進計画」における７つの重点課題 

 
 
 
 
 
 

 

これらの国の取組を踏まえ、国からの情報の活用や国が実施する施策への協力などにより

国との連携を深めるとともに、地域の見守りによる支援対象者の早期発見、関係機関・団体

との協働による包括的支援を基本に、再犯防止に向けた取組を進めます。 

 

（２）読谷村として取り組む施策 

 

①就労・住居の確保を通じた自立支援のための取組 

生活困窮者自立相談支援事業を活用して出所者の自立に向けた就労支援等の相談支援を行う

とともに、公営住宅の入居条件や募集情報の提供を行うことで、適当な住居がない人が利用可

能な制度・施策についての周知を行います。 

 

②高齢者又は障がいのある方等への支援のための取組 

犯罪をした高齢者又は障がいのある方であって自立した生活を営む上での困難を有する人な

どに対し、必要な保健医療・福祉サービスが速やかに提供されるよう中部保護区保護司会、更

生保護女性会をはじめ関係機関・団体との連携を図ります。 

 

 

  

１ 就労・住居の確保 

２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進 

３ 学校等と連携した修学支援の実施 

４ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施 

５ 民間協力者の活動の促進 

６ 地域による包摂の推進 

７ 再犯防止に向けた基盤の整備 
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③学校等と連携した修学支援の実施のための取組 

スクールソーシャルワーカーや中部保護区保護司会、更生保護女性会、民生委員・児童委員

等との連携を強化し、非行の防止及び非行からの立ち直りの取組の充実を図ります。 

 

④犯罪をした人等の特性に応じた効果的な指導の実施のための取組 

県と連携して飲酒運転防止に関する啓発活動を推進し、「飲酒運転は絶対しない、させない、

許さない、そして見逃さない」という村民意識の定着を図ります。 

また、薬物依存からの回復を支えるため、薬物依存に関する先入観や偏見により地域から排

除されることなく、安心して回復に取り組めるよう、薬物依存症に関する正しい知識を広報よ

みたんやＨＰなどで地域住民に広く周知します。 

 

⑤民間協力者の活動の促進のための取組 

地域で活動している更生保護に携わる中部保護区保護司会や更生保護女性会などの活動を支

援するとともに、更生保護活動など事業に対する補助金の交付や、更生保護活動の広報及び周

知に取り組みます。 

また、更生保護事業及び社会を明るくする運動に貢献した保護司や団体などを表彰し、その

活動や意義が村民に広がるよう周知に取り組みます。 

加えて、犯罪をした人等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした人等

を雇用する民間の事業主（協力雇用主）を増やすための啓発活動の充実を図ります。 

 

⑥地域による包摂を推進するための取組 

犯罪をした人等の再犯を防止するため、社会復帰後、地域社会で孤立させない息の長い支援

を国、地方公共団体、民間団体などが緊密に連携協力しながら再犯防止に関する取組を進めて

いきます。 

また、毎年７月の「社会を明るくする運動強調月間」において、運動を周知するイベントを

行うなど、犯罪や非行のない明るい地域社会を築くため、罪や非行の防止と、刑期を終えた人

たちの更生に対する地域の理解促進に取り組みます。 

 

⑦再犯防止に向けた基盤の整備のための取組 

計画策定についての進捗管理及び評価を行い、必要な見直しを行うとともに、計画期間終了

時には、計画期間全体を通じた施策の進捗状況の評価を行い、次期計画に反映することで、計

画の着実な推進を図ります。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 計画の推進 
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１ 計画の周知 

地域福祉の推進にあたっては、本計画の理念を行政及び社会福祉協議会と村民で共有し、各種

施策に村をあげて取り組んでいく必要があります。さらに関係機関や団体、村民が一丸となり協

働で取り組んでいくことができるよう、住民懇談会や行政事務連絡会での周知をはじめ、村広報

紙やホームページなどの多様な広報媒体を活用し、分かりやすく本計画の周知を図ります。 

 

２ 施策展開に向けた財源の確保 

本計画は、地域住民の主体的な参画をベースとした福祉活動の展開を企図していますが、地域

福祉を充実し継続的な活動として維持していくためにも、様々な施策の展開に伴う財源の確保を

図ります。 

 

３ 計画推進体制 

地域福祉を推進するためには、行政、読谷村社会福祉協議会のみならず、住民や各種団体等と

の相互協力・連携が不可欠です。それぞれが地域社会の一員としての役割を果たしながら、地域

福祉の推進をめざしていくものとします。 

 

■住民： 

支援を受ける側であるとともに、自らが地域の担い手として支援に関わる側でもあります。

支え合い・助け合う地域づくりをめざし、地域活動やボランティア活動など、様々な活動に積

極的に関わっていくことにより、地域でのつながりを強めるとともに、福祉に対する意識を高

めていくことが求められます。また、支援を必要とする場面では、ひとりで抱え込まず、声を

上げていくことが大切です。 

■地域団体（自治会など）： 

住民に最も身近な組織として、共に地域活動を行う中で連帯意識を醸成していくとともに、

支援を必要とする住民に対しては、地域支え合い活動委員会や民生委員・児童委員、読谷村社

会福祉協議会等と連携しながら相談・情報提供、行政への橋渡しを行うなど、地域住民に寄り

添い、支えていく役割が期待されます。 

■社会福祉に関する活動を行う団体、ボランティア、ＮＰＯ法人等： 

民生委員・児童委員やボランティア、ＮＰＯ等の個人や団体・組織については、福祉活動に

興味のある方の受け皿になっていくとともに、それぞれが担う福祉活動を実践する中で、様々

な福祉活動を行っている団体などと連携を図り、多様化する福祉ニーズに対応していく役割が

求められます。 
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■事業者等： 

住民の生活・福祉ニーズに対し、安心して利用できるサービスを提供する役割が求められま

す。特に、社会福祉法人については、サービスの質の向上に努めていくとともに、専門技術や

人的資源を活かし、制度や市場原理では満たされないニーズに応えていくなど、公益的な活動

の一層の実践を期待します。 

■社会福祉協議会： 

地域福祉推進の中核組織として、ボランティアといった福祉人材の育成をはじめ、地域での

支え合い活動・福祉活動の推進を通し、むらづくりを支える役割を担います。 

■行政： 

行政は、福祉サービス基盤の整備に努めるとともに、地域住民や関係団体などの自主的な取

り組みを支援するため、地域や関係機関・団体と相互に連携・協力を図り、施策の総合的展開

を図るものとします。 

 

４ 計画の進捗管理・評価 

本計画の着実な実施のためには、各施策の実施状況の点検など進捗管理が重要となります。 

庁内関係各課及び社会福祉協議会の連携のもと、年度ごとに各施策の進捗状況の点検を行う

とともに、策定委員会において、点検結果を報告し、その助言を踏まえ、施策・事業を改善し

取組を進めていきます。 

施策方針ごとに設定した数値目標の達成に向け、執行部と外部有識者で構成する委員会を設

置し、毎年、施策の進捗や成果を測定するための活動指標（ＫＰＩ）をもとに施策及び事業の

効果を検証し、必要に応じて本戦略の改定を行っていきます。  

自治公民館、及び地域づくり団体の活動を支援し、地域に誇りを持ち、人が主役となり、生

き甲斐のあるむらづくりを進めます。あわせて、むらづくりのリーダーとなる人材並びに経営

体の育成・支援をすることで、自助、互助、共助、公助が連携した地域づくりを進めます。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

  

Check 

評価 

Plan 

計画 

Do 

実施 

Action 

改善 

問題点の抽出 

次の計画に活かす 

計画したものを実施 

成果の確認 

見直し・改善 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

 
地域福祉計画策定委員会規則 

地域福祉計画策定委員会名簿  

地域福祉計画策定の経過 
第３次読谷村地域福祉計画・地域福祉活動計画実施状況 

 


